
 

 

民生福祉常任委員会審査日程 
 

日 時  平成３０年４月２３日(月) 

午後３時 

場 所  第１委員会室 

         

～審査内容～ 

 

 所管事務調査 山陽小野田市病院事業改革プランについて 

        病院事業報告について 

 

 



新公立病院 改革プラン

山陽小野田市民病院



１ 公立病院改革プランとは

平成１９年６月１９日に閣議決定された「経済財政改革の基本方針２００７

」に基づき、総務省は、公立病院改革について平成１９年内に各自治体に

対し、ガイドラインを示し、経営指標に関する数値目標を設定した改革プラ

ンを策定するように促した。そのような背景の中、公立病院に係る「改革プ

ラン」を平成２０年度までに作成することとされた。期間は、２１年度から２５

年度の５年間とした。



公立病院（８９２病院（６４０団体））における５年間の実施状況の概要は、
● 経営の効率化
・ 経常収支黒字病院の割合

20年度 ２９．７％ 24年度 ５０．４％ 25年度 ４６．４％
・ 経常収支比率

20年度 ９５．７％ 24年度１００．８％ 25年度 ９９．８％
● 再編・ネットワーク化に係る取り組み
・ 病院の統合・再編に取り組んだ事例は、６５ケース１６２の病院

（19年度） 小野田市民病院（２１５床）山陽市民病院（１６０床）
⇒（21年度）山陽小野田市民病院（２１５床） 山陽市民病院を民間譲渡

● 経営形態の見直し
・ 21年度から５年間で、地方独立行政法人化 ５３ 指定管理者制度導入

１６ 民間譲渡 １４ 診療所化 ３０ の合計で ２２７病院



２ 新公立病院改革プランとは

平成１９年の「公立病院改革ガイドライン」の取り組みにより、一定の成果が見ら

れたが、依然として健全経営の確保や医師不足など、公立病院をめぐる環境は厳

しい状況である。

人口減少や少子高齢化が急速に進展する中で、医療需要が大きく変化すること

が見込まれており、地域ごとに効率的で質の医療提供体制の再構築に取り組んで

いくことが、ますます必要になっている。

このため引き続き、経営効率化、再編・ネットワーク化、経営形態の見直しとの視

点に立った改革を継続し、地域における良質な医療を確保していく必要がある。



このような中、平成２７年３月に「新公立病院改革ガイドライン」が定められ、病

院事業を設置する地方公共団体は、病院機能の見直しや病院事業経営の改革を

総合的に取り組むものとして、２７年度又は２８年度中に、３２年度までの期間を対

象とした、「新公立病院改革プラン」を策定することとなった。

この新改革プランは、地域医療構想と整合的が求められているものであることか

ら、地域医療構想や地域医療構想調整会議の合意事項とそごが生じた場合には、

速やかに新改革プランを修正するものである。

平成２８年３月策定



Ⅴ 再編・ネットワーク化に係る計画

山陽小野田市病院事業改革プラン

Ⅱ 計画期間

Ⅲ 地域構想を踏まえた役割の明確化

Ⅳ 経営の効率化

Ⅰ 市民病院の現状



Ⅹ 収支計画

山陽小野田市病院事業改革プラン

Ⅶ 点検・評価・公表

Ⅷ 新病院改革プランを踏まえた今後の経営改善のための課題

Ⅸ 旧病院改革プランの総括

Ⅵ 経営形態の見直し



Ⅲ 地域構想を踏まえた役割の明確化

１ 地域医療構想を踏まえた市民病院の果たすべき役割
(１) 市民病院の果たすべき役割の概要
(２) 地域医療の水準を維持向上させる病院
(３) 救急医療の確保
(４) 地域医療を支える医療人の育成及び確保

２ 地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割
(１) 介護・福祉施設等との連携強化
(２) 住民の健康づくり等啓発事業の実施
(３) 地域包括ケアシステムの成立に向けて

３ 一般会計における経費負担の考え方



Ⅳ 経営の効率化

１ 経営指標に係る数値目標
(１) 諸課題の改善・強化を図ることで収益を確保し、経常
収支を黒字化し、段階的に累積欠損金を縮減する。

(２) 業務の効率的な運営と人員の適切な配置により、人件
費の低減を図る。

２ 数値目標達成に向けての具体的な取り組み及び実施時期
(１) 収入の確保、経営の効率化
(２) 経費節減に係るもの
(３) 地域医療の強化



 

 

 

 

 

 

 

 

 

山陽小野田市病院事業改革プラン 

平成３０年２月改訂 
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はじめに 
 

 

高度情報化、少子高齢化の進展、価値観の多様化とともに、社会保障費、特に医療費の

抑制政策等の医療を取り巻く環境が大きく変化するなかで、医療の安全・安心の確保と高

度な医療を安価に受けるニーズが強まっており、自治体病院においても先進医療施設とほ

ぼ同等に質の高い、安全・安心な医療を提供することが求められています。 

一方、国民総医療費を抑制する政策の中で、医師・看護師等の医療従事者の確保が次第

に困難になり、適正な病院機能を維持することも含め、社会的にも医療の量と質の確保が

厳しい現状もあります。 

その中で、地域住民によって支えられてきた自治体病院の果たす役割は大きく、住民の

高齢化が進行する中、医療ニーズは高くなりつつも、医療の公共性と経済性を両立させる

ことが欠かせず、病院の経営効率を一層高めることによって、地域住民に安定した医療を

提供することが責務となります。 

 

平成２７年３月に総務省より「新公立病院改革ガイドライン」が提示されました。今回

の新病院改革プランについては、地域医療構想の実現に向けた取り組みと並行して、公的

病院の役割を従来にも増して精査することが求められています。この基本方針に基づき、

山陽小野田市における市民病院の現状と将来を見据える中で安定的な地域医療の提供に資

することを目的として、新病院改革プランを策定するものです。 

新たな改革プランにおいては、旧病院改革プラン（平成２３年度～平成２７年度まで）

の取り組み状況と成果の検証を行うとともに、平成２８年度を初年度とする新病院改革プ

ランについて、地域医療構想を踏まえた、経営の効率化、再編・ネットワーク化、経営形

態の見直しについて今後の取り組み等を示します。 
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Ⅰ 市民病院の現状 

 

 山陽小野田市民病院 

所  在  地 山口県山陽小野田市大字東高泊１８６３番地１ 

   許可病床 数 ２１５床 

   標榜診療科目 内科、神経内科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、 

放射線科、泌尿器科、産婦人科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、 

麻酔科、歯科口腔外科 

沿    革 昭和２５年 内科、外科、小児科、産婦人科、眼科、皮膚科、 

整形外科、放射線科の８診療科で開設 

昭和３７年 本館・東側病棟完成 

昭和５５年 南側病棟完成 

平成 ９年 腎・透析センターを開設 

平成１７年 合併により山陽小野田市立小野田市民病院に改称 

平成２０年 山陽市民病院と統合し山陽小野田市民病院に改称 

平成２６年 新山陽小野田市民病院完成 

 

Ⅱ 計画期間 

 

平成２８年度から平成３２年度までとします。 

 

Ⅲ 地域医療構想を踏まえた役割の明確化 

 

１ 地域医療構想を踏まえた市民病院の果たすべき役割 

（１）市民病院の果たすべき役割の概要 

平成３７年（２０２５年）を見据えた医療供給体制について、山口県においては平成

２７年度から地域医療構想についての協議が行われ、平成２８年７月に山口県地域医療

構想が策定されました。 

平成２７年の病床機能報告結果によると、医療機関が自主的に選択した医療機能ご

との病床数は、宇部・小野田保健医療圏においては、高度急性期５４７床、急性期１，

６６１床、回復期２９２床、慢性期１，８８２床でした。これが地域医療構想の平成３

７年（２０２５年）の必要病床数の推計値では、高度急性期３２８床、急性期９３７床、

回復期８７９床、慢性期１，０６４床と見積もられており、これを踏まえて地域におけ

る市民病院の役割を明確にする必要があります。 
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現在、山陽小野田市には、山口労災病院、小野田赤十字病院、山陽小野田市民病院の

３つの公的病院が存在しています。これら３つの病院は、それぞれに役割を分担し、山

口労災病院は急性期病院（平成２８年度から地域包括ケア病棟を設置）、小野田赤十字病

院は主として慢性期病院としての役割を担っており、山陽小野田市民病院は、これら２

病院の中間的な急性期病院としての役割を担うこととなります。山口大学医学部附属病

院の高度急性期機能を補完する一般病院として広く地域住民に門戸を開くとともに、地

域の中核病院として、他院からの紹介状を必ずしも必要としない等、外来受診を制限せ

ずに受診できる体制をとっています。さらに、採算性等の面から民間医療機関による提

供が困難なセカンドオピニオン外来、助産師外来及び疼痛外来を設置し、幅広く患者の

要望にも対応しています。 

また、入院については、「急性期から納得期まで」を基本方針とします。納得期とは漠

然とした表現ですが、これこそが市民病院の公益的役割であり、ＤＰＣ制度による疾患

別に退院時期を決めるのではなく、患者さんの病状と家庭環境・支援者の有無及び納税

者の意向等を考慮して退院時期を決めることとしているため、結果的に在院日数は２０

日以内になっています。 

このほか、第６次山口県保健医療計画で示された５疾病のうち４疾病についても、専

門治療、予防診療、診療機能及び回復期を担うなど臨機応変に対応しています。 

今後もこの体制を維持し、市民が気軽に受診でき、継続的かつ安定的に安心・安全、

健康な暮らしを守る良質な医療を提供することが、地域に開かれた病院としての役割と

考えています。 

なお、この医療圏は、病床過剰であると指摘されていますが、その病床のほとんどは

宇部地区に存在し、山陽小野田地区にはむしろ病床数が乏しく、市内の入院を要する患

者の約半数を収容できる程度であり、多くは市外に入院せざるをえません。その傾向は

今後ますます増加し、さらに、入院を必要とする患者数が増加します。平成３７年（２

０２５年）には団塊の世代が全て後期高齢者となり、医療・介護が急激に増加すること

となり、医療・介護・福祉の密接な連携を含めて、地域完結の包括的ケアを推進するた

めには、介護・福祉施設等との連携による地域住民の保健・医療・福祉の向上にも貢献

するなど幅広く地域医療の水準の維持向上に努めています。市民病院として保健部門と

の連携は比較的順調であり、介護・福祉との連携を一層推進していきます。 

 

（２）地域医療の水準を維持向上させる病院 

市民病院は、各種の先進的な手術的治療や透析機能、先進的内科治療、各種臨床検査

の提供など、市内民間医療機関では提供できない機能を担っています。特に腎・透析セ

ンターは、諸々の合併症患者にも対応できる透析機能を有しており、近隣地域での主要



 

５ 

 

な役割を果たしています。この他、眼科等の市外への流出が多い診療科についても、収

支を検討しながら導入を図ることにより、地域医療の水準の向上に努めます。 

また、小児科や産婦人科などは経営上も採算性が取りにくい診療科ですが、少子化の

時代であるだけに産科の充実には力を入れており、市内の出産数の増加だけでなく里帰

り出産を含めて出産数の増加に努めています。 

 

（３）救急医療の確保 

山陽小野田市の救急医療については、市内３公的病院が主に担っていますが、３病院

の連携により、かろうじて救急医療が維持できている状態にあります。三次救急として

の山口大学医学部附属病院が隣接していることは有利ですが、休日・夜間の二次医療の

対応には苦慮しており、いずれの病院が欠けても、残った病院に大きい負荷がかかり、

市内の救急医療に多大な支障を生じることは避けられません。幸いに、一次救急につい

ては医師会の心強い協力が得られており、医師会との連携は強固です。 

今後も救急医療を支える体制を維持することが、当院の使命と認識していますが、年々

医師の高齢化とともに勤務環境が厳しさを増している状況では、休日・夜間の一次医療

の対応すらも厳しい状況にあり、一つの病院が総合医療を必要とする市内の救急医療を

支えることは極めて困難な状況にあります。住民に救急対応に疲弊しつつある病院、あ

るいは医師や医療スタッフの実状を理解していただき、住民とともに望ましい救急体制

を構築する啓発活動を行わざるをえず、市の健康福祉部を中心に行っています。 

 

（４）災害医療の確保 

  平成７年に発生した阪神・淡路大震災を契機として災害医療体制の整備が進められま

したが、東日本大震災での対応において、それまで整備された体制等の課題が明らかと

なりました。これを受け、山口県においても第６次山口県保健医療計画で災害医療の拡

充を図ることとされています。その目標として、災害拠点病院を１５施設（平成２８年

度現在１３施設）、災害派遣医療チームを３２チーム（平成２８年度現在２５チーム）

とされています。市の地域防災計画においては、市民病院による医療救護班を設置する

こととなっていますが、災害対応力の強化のため、まず災害派遣医療チームの体制整備

を行い、続いて災害拠点病院の指定を受けるための整備を進めます。現在、市内には山

口労災病院が災害拠点病院の指定を受けていますが、山口県では圏域における災害拠点

病院の複数整備を促進するとされています。これにより、市内の地震、台風などの自然

災害から交通災害、産業災害等への対応が強化されます。特に、本市には石油貯蔵施設

が立地していることからも重要な機能です。 
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（５）地域医療を支える医療人の育成及び確保 

これまで公的病院は、大学の医局から紹介・派遣してもらう方法で医師を確保してき

ましたが、平成１６年度の医師臨床研修制度改定、国立大学の独立行政法人化に伴い大

学医局が医師不足に直面することとなり、公的病院に医師を紹介･派遣する余裕がなくな

ってきています。また、医師は当直の翌日にも通常勤務を行っており、時には過剰な要

求をする患者への対応など、勤務医を取巻く労働環境も年々厳しいものとなっており、

自治体病院への勤務を希望しない医師が増加しています。このような状況から、自治体

病院は極度の医師不足に陥っており、一部診療科の廃止や、閉院に追い込まれる病院が

出てきています。幸いに当院は大学病院から距離的に近いこともあり、非常勤医師とし

ての協力はありますが、従来の大学の医局から容易に紹介・派遣してもらえるという考

え方を改めざるをえません。 

本来、大学病院は、医師の供給機関ではなく、医師を育成する機関であることから、

自治体病院は、その育成された医師が地域医療に貢献できるよう、大学と連携して地域

医療に従事する医師の養成・研修を行う体制を、早急に構築することが重要です。 

一方で、現在の地域医療の状況から、公的病院の努力だけでなく、市民や自治体が総

力を挙げて地域医療を堅持することが必要です。そのためには、市民に一次医療の現状

を理解、認識をしてもらうことも欠かせず、市民への啓発活動を行うことが重要な課題

となります。現在、市の健康福祉部とも相談し、まず行政からの啓発活動のパンフレッ

トやホームページ掲載等の広報活動を行っています。 

そのような観点から、地域医療の重要性を認識し、その地域医療の担い手となる医師

を含めた医療従事者を養成し確保することが当院の重要な使命であり、医師の安定的な

確保ができなければ負の連鎖により、救急医療を始めとする地域医療が衰退する恐れが

生じます。そのためにも、新人医師の養成・研修とともに中堅医師が働きやすい労働条

件・労働環境を整備することが重要であり、女性医師が比率的に増加している現在、女

性医師が働きやすい環境整備も欠かせません。 

また、医療は医師だけで行っているのではなく、看護師やコメディカルスタッフとの

協働の基に成り立っているものであり、すべての医療従事者の養成・研修の場としても

機能すべきです。 

研修・養成機能の充実した病院が継続性を保つことを可能にするのであり、それによ

って地域医療の安定、市民の安心・安全、健康な暮らしを守ることが担保されることに

なります。その点においては、市民病院では保健活動や福祉施設等との連携が容易であ

り、その特徴を活用して養成・研修機能を充実させます。さらに、大学病院とも連携し、

医師等の医療従事者研修施設としての役割を担います。現在は厚狭准看護学院の准看護

師養成に大きく関与しています。さらに時には、依頼を受けて医療現場の実情を介護関
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係者に講義・研修を行っています。 

 

２ 地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割 

 地域医療構想では、将来の在宅医療の必要量を示すなど、医療と介護が総合的に確保

されることが求められています。地域包括ケアシステムは、高齢者が要介護の状態にな

っても可能な限り住み慣れた地域で自分らしい生活を続けられるために、医療・介護・

予防・住まい・生活支援を一体的に提供する仕組みであり、公立病院である市民病院で

は、介護保険事業との整合性を確保しつつ、緊急時の一時入院に必要な後方病床の確保

等、積極的に在宅療養の支援を行います。 

 また、地域包括ケアシステムの実現に向けて、市が中心となって開催している在宅医

療介護連携推進協議会等に市民病院も参加しており、保健、医療、福祉などの多職種連

携によって地域の課題に取り組みます。 

 なお、地域医療連携室では、地域医療連携推進懇談会への参加等を通じてスタッフ間

の顔が見える連携を進めており、地域の病院・診療所からの紹介を積極的に受けるとと

もに、高齢者の退院時には在宅復帰を目指した連携を強化し、地域包括ケアシステムに

おける切れ目のない支援の一端を担います。 

 

（１）介護・福祉施設等との連携強化 

 介護施設等との連携強化としては、訪問診療、訪問健診、入院ベッドの確保等、現在

実施している体制を更に強化します。 

 現在、市内２か所の介護・福祉施設で嘱託医として入所者の診療や健診を行っていま

す。 

特別養護老人ホームサンライフ山陽（介護老人福祉施設）では週に２回、小野田老人

ホーム（特定施設入居者介護）では週に１回、訪問による健康管理及び医学的処置を行

うほか、小野田老人ホームでは年２回の入所者健診を実施しています。他にも、みつば

園（指定障害者支援施設）、まつば園及びのぞみ園（いずれも指定障害福祉サービス事

業所）においても予防接種や健診を実施しています。また、宇部市の扶老会病院の協力

医療機関として、発病等により診療治療の必要が生じた際の受入れを行っています。今

後も安心して施設等での日常生活を送り、緊急の場合は速やかに入院治療を受けること

ができる体制を堅持します。 

  市では、諸事情により在宅での介護が困難な人が住み慣れた地域での生活を続けるこ

とを支援する地域密着型サービスにおける居住施設の整備を進めていますが、これらの

利用者に対しても、日常の健康管理、緊急時の受け入れ等医療面を支えるため、市の担

当部署や各施設との連携を強化します。 
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(２) 介護予防等啓発事業の実施 

 地域包括ケアシステム構築の要素の１つとして介護予防があります。 

 市が行った高齢者保健福祉実態調査では、自立、寝たきりに関わらず在宅生活の継続

を希望する人が多いという結果が出ました。住み慣れた地域で安心して生活を続けるた

めには、在宅支援サービスの充実とともに、寝たきりにならないための介護予防が必要

です。 

 市民病院では関係機関と協働して、理学療法士や作業療法士によるロコモティブシン

ドローム予防や認知症への対応の講演や健康相談を行う等、日常生活に役立つ健康づく

りの啓発に取り組んでいます。 

 自らの健康づくりに関心を持って、望む限り在宅で生活を続けてもらえるように、介

護保険事業と連携を取りながら、医療機関としての専門性を生かした積極的な啓発を継

続します。 

 

（３） 地域包括ケアシステムの成立にむけて 

 宇部・山陽小野田・美祢圏域地域医療連携情報ネットワーク（さんさんネット）運用

会議では、システムの利用範囲を拡大し、介護・福祉施設が参加できる取り組みを進め

ています。市民病院もさんさんネットの機能を活用して、各診療所、介護・福祉施設と

の連携を強化し、地域包括ケアシステムの成立に努めます。 

 

３ 一般会計における経費負担の考え方 

地方公営企業は独立採算制を原則としていますが、地域住民の医療を確保するために

採算性をとることが困難な場合でも医療を行わなければならないという自治体病院の

役割を考慮し、一般会計との間の経費負担を定めます。 

その性質上、病院の経営に伴う収入で賄うことが適当でないもの及び病院事業の性質

上能率的な経営を行ってもなお病院の経営に伴う収入のみをもって充てることが客観

的に困難であると認められるものとし（地方公営企業法第１７条の２）、総務副大臣通

知の「地方公営企業繰出金について（通知）」を原則とします。 

しかしながら、一般会計が負担すべき経費の額は、合理的かつ能率的な経営を行った

と仮定した場合に最低限必要とされる経費の額を限度とすべきで、非合理的または非効

率的な経営に起因する部分は一般会計の負担にはなじまないものです。 
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一般会計繰出金の項目、趣旨及び繰出の基準 

繰出金項目 趣     旨 繰出の基準 

救急医療の確保に

要する経費 

救急医療の確保に要する経費 医師等の待機及び空床の確保等救急医療

の確保に必要な経費に相当する額 

保健衛生行政事務

に要する経費 

 

集団検診、医療相談等保健衛

生に要する経費 

 

集団検診、医療相談等に要する経費のう

ち、これに伴う収入をもって充てることが

できないと認められるものに相当する額 

医師及び看護師等

の研究研修に要す

る経費 

医師及び看護師等の研究研修

に要する経費の一部について

繰り出すための経費 

医師及び看護師等の研究研修に要する経

費の２分の１ 

 

病院事業会計に係

る共済追加費用の

負担に要する経費 

病院事業会計に係る共済追加

費用の負担に要する経費の一

部を繰り出すための経費 

病院事業会計に係る共済追加費用の負担

額の一部 

基礎年金拠出金に

係る公的負担に要

する経費 

経営健全化に資するため基礎

年金拠出金に係る公的負担に

要する経費 

職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負

担額（前々年度における経常収支の不足額

又は前年度における繰越欠損金のいずれ

か多い額を限度とする。） 

児童手当に要する

経費 

児童手当に要する経費のうち

一部を繰り出すための経費 

３歳に満たない児童に係る給付に要する

経費の 15 分の８、３歳以上中学校修了前

の児童に係る給付に要する経費及び児童

手当法附則第２条に規定する給付に要す

る経費の合計額 

院内保育所の運営

に要する経費 

院内保育所の運営に要する経

費のうち一部を繰り出すため

の経費 

その運営に伴う収入をもって充てること

ができないと認められるものに相当する

額 

高度医療に要する

経費 

 

 

高度医療で採算をとることが

困難であっても公立病院とし

て行わざるを得ないものの実

施に要する経費 

高度医療の実施に要する経費のうち、これ

に伴う収入をもって充てることができな

いと認められるものに相当する額 
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医師確保対策に要

する経費 

 

 

公立病院に勤務する医師の勤

務環境の改善に要する経費の

一部について繰り出すための

経費 

 

国家公務員である病院等勤務医師につい

て講じられる措置を踏まえて行う公立病

院に勤務する医師の勤務環境の改善に要

する経費のうち、経営に伴う収入をもって

充てることが客観的に困難であると認め

られるものに相当する額 

公立病院改革プラ

ンに要する経費 

 

 

公立病院改革プランの実施に

伴い必要な経費の一部につい

て繰り出すための経費 

 

・改革プランの実施状況の点検、評価及び

公表に要する経費 

・改革プランに基づく公立病院の再編等の

実施に伴い必要となる施設の除却等に

要する経費のうち、経営に伴う収入をも

って充てることができないと認められ

るものに相当する額 

・改革プランに基づき再編・ネットワーク

化に伴う新たな経営主体の設立又は既

存の一部事務組合若しくは広域連合へ

の加入に伴い経営基盤を強化し、健全な

経営を確保するために要する額のうち、

その経営に伴う収入をもって充てるこ

とができないと認められるものに対す

る出資に要する経費 

・改革プランに基づき公立病院等の再編等

を行うことに伴い、新たに必要となる建

設改良費のうち、経営に伴う収入をもっ

て充てることができないと認められる

額に対する出資に要する経費 

・公立病院特例債に係る元利償還金 

病院の建設改良に

要する経費 

 

病院の建設改良費について一

般会計が負担するための経費 

 

病院の建設改良費及び企業債元利償還金

のうち、その経営に伴う収入をもって充て

ることができないと認められるものに相

当する額（建設改良費及び企業債元利償還

金等の２分の１を基準） 

上記以外については、「地方公営企業繰出金について（通知）」に基づき、一般会計と病院局が協

議し、双方の財政状況に応じ必要と認められたものについて繰出を決定する。 
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４ 医療機能・医療品質等、指標にかかる数値目標の設定 

（１）地域医療の充実 

  新病院開院を機に充実した設備を有効に活用して、地域の中核病院として先進的な手

術的治療、各種臨床検査を安定して提供します。 

  ＬＤＲ1を導入した産婦人科においては、里帰り出産も含めた出生件数の増加を目指す

とともに、助産師外来の充実、産後ケア等、きめ細かいサービスの向上を図ります。 

  また、地域の救急医療体制を支えるため、近隣病院と連携して救急患者を受け入れ、

公立病院としての役割を果たします。 

  公立病院には医療に従事する人材を育成する機関としての使命もあり、臨床研修医を

積極的に受け入れます。 

 

（２）在宅復帰率の維持・向上 

  地域医療構想において、各病院の機能を分担し最適な医療を提供するため、他病院か

らの紹介、逆紹介を積極的に行います。 

  また、今後ますます増加すると予測される高齢者の入院に対しては、地域包括ケアを

推進するため、関係機関との協力体制を堅固にしつつ、リハビリテーションの充実等に

より在宅復帰を支援します。 

 

    年度 

区分 

25 年度 

(実績) 

26 年度 

(実績) 

27 年度 

（実績） 

28 年度 

（実績） 

29 年度 

（予定） 

30 年度 

（予定） 

31 年度 

（予定） 

32 年度 

（予定） 

救急患者数 728 721 713 756 735 735 735 735 

手術件数 1,196 1,098 1,333 1,185 1,300 1,300 1,300 1,300 

臨床研修医受入件数    2 2 2 2 2 

紹介率（％） 23.5 22.8 24.0 25.6 29.0 32.0 35.0 35.0 

逆紹介率（％） 25.1 24.9 25.6 25.4 31.0 34.0 37.0 37.0 

在宅復帰率（％） 92.2 92.9 93.4 92.6 92.0 92.0 92.0 92.0 

リハビリ件数 19,666 17,629 19,766 18,736 20,000 20,000 20,000 20,000 

分娩件数 207 278 335 320 360 360 360 360 

 

 

 

                         
1 陣痛（Labor）、分娩（Delivery）、回復（Recovery）の略。陣痛室・分娩室・回復室が一

体となっているため、部屋を移動する必要がない。 
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Ⅳ 経営の効率化 

 

１ 経営指標に係る数値目標 

（１）下に掲げる諸課題の改善・強化を図ることで収益を確保し、経常収支を黒字化させ

ることにより、段階的に累積欠損金を縮減していきます。特に、開業医や介護・福祉

施設との連携に重点を置いて取組みます。 

（２）業務の効率的な運営と人員の適切な配置により人件費の低減を図ります。また、業

務の委託や材料等の購入について、その内容等の見直しを図ることで、質を確保しつ

つ経費の低減に努めます。 

 

  本プラン計画期間中の財務及び医療機能に係る数値目標は下記のとおりとします。 

 

（１）収支改善に係るもの                      （単位：％） 

      年度 

区 分 

25 年度 

(実績) 

26 年度 

（実績） 

27 年度 

（実績） 

28 年度 

(実績) 

29 年度 

(予定) 

30 年度 

(予定) 

31 年度 

(予定) 

32 年度 

(予定) 

経 常 収 支 比 率 101.1 106.9 94.9 95.9 96.7 98.3 99.5 98.5 

医 業 収 支 比 率 98.0 92.6 92.0 90.7 91.9 92.9 94.3 95.3 

累 積 欠 損 金 比 率 134.1 107.1 90.4 96.6 84.6 85.4 85.9 87.4 

資 金 不 足 比 率 1.3 9.4 △5.6 △1.1 △4.8 △5.6 △5.2 △7.6 

 

※経常収支比率に係る課題 

① 収入面での課題 

○常勤医の確保による診療収益の増加 

○開業医との連携、外来・入院紹介率の向上 

○救急患者の積極的な受入れによる入院患者の増 

○有料個室の有効活用 

○介護・福祉施設の連携強化 

○健診体制の強化 

② 経費面での課題 

 ○人事管理 

 ○委託料、材料費の削減 

 ○減価償却費の削減（建設等事業の抑制） 

 ○その他経費の削減 
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（２）経費削減に係るもの                       （単位：％） 

      年度 

区 分 

25 年度 

(実績) 

26 年度 

（実績） 

27 年度 

（実績） 

28 年度 

(実績) 

29 年度 

(予定) 

30 年度 

(予定) 

31 年度 

(予定) 

32 年度 

(予定) 

材料費対医業収益比率 27.4 21.0 21.0 20.5 20.0 18.8 18.8 18.8 

薬品費対医業収益比率 19.3 12.4 12.2 11.6 10.1 9.5 9.5 9.5 

委託費対医業収益比率 9.1 13.7 11.6 13.0 13.0 12.8 12.8 12.8 

職員給与対医業収益比率 56.8 63.6 57.6 57.2 57.3 57.6 57.0 57.4 

減価償却費対医業収益比率 3.6 2.6 12.7 13.6 12.5 12.6 12.0 11.2 

100 床当たり職員数 89.8 90.7 89.8 91.2 91.6 93.5 91.6 92.1 

後発品の使用割合 7.6 7.6 8.4 7.2 8.3 8.4 8.5 8.6 

※ 対医業収益比率については、平成２５年度から年齢区分による院外処方の段階実施、平成２６

年度からの完全実施により、外来診療収入が約３億円減少、投薬用医薬品が約３．５億円減少

したことから、比率に変化を生じた。 

 

（３）収入確保に係るもの                     （単位：円、人） 

      年度 

区 分 

25 年度 

(実績) 

26 年度 

（実績） 

27 年度 

（実績） 

28 年度 

(実績) 

29 年度 

(予定) 

30 年度 

(予定) 

31 年度 

(予定) 

32 年度 

(予定) 

入院患者数（１日当） 165.9 161.1 177.8 178.3 185.0 186.0 186.0 186.0 

診療収入（１人１日） 34,568 34,471 35,517 34,908 36,700 37,200 37,200 37,200 

外来患者数（１日当） 426 434 430 405.4 410 411 411 411 

診療収入（１人１日） 11,165 7,631 9,048 9,325 9,500 9,600 9,600 9,600 

病床稼働率（％） 77.2 74.9 82.7 82.9 86.0 86.5 86.5 86.5 

平均在院日数（日） 13.9 12.8 15.0 15.3 17.0 17.0 17.0 17.0 

 

（４）経営の安定性に係るもの 

      年度 

区 分 

25 年度 

(実績) 

26 年度 

（実績） 

27 年度 

（実績） 

28 年度 

(実績) 

29 年度 

(予定) 

30 年度 

(予定) 

31 年度 

(予定) 

32 年度 

(予定) 

医師数（人） 24 25 26 27 28 28 29 30 

企業債残高（百万円） 1,958 5,274 5,360 5,012 4,735 4,429 4,084 3,914 
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２ 数値目標達成に向けての具体的な取組み及び実施時期 

（１）収入の確保、経営の効率化 

① 医師確保については、これまで常勤医師３０人を目標として年次的に増員を図っ

てきましたが、平成３２年度に目標達成できるよう、平成２８年度から山口大学医

学部の「協力型臨床研修病院」としてとして医師の受け入れを行うとともに勤務医

がこれまで以上に医療に専念できるよう平成２８年度以降について医師クラークの

増員を図ります。 

また、女性医師、看護師等の確保対策の一環として夜間保育を行う院内保育所を

平成２７年度に開設しましたが、更に利用し易いよう運営の改善を図ります。 

② 産科については新病院建設に伴い、出生件数が増加し、従来の１．５倍となった

ことから、更に助産師外来の充実等を含め、サービスの向上を図ります。また、透

析センターはベッドを増床させうる余地があるので、良識的範囲内において増収を

目指します。 

③ 新病院建設により手術件数の増加を考慮した手術室の整備に合わせ、がん検診・

ドック等の検診の充実を図ります。脳卒中・心筋梗塞については、ＣＴ、ＭＲＩ、

血管造影装置等の画像診断装置機器を高機能化し診断精度向上を図るとともに、リ

ハビリテーション体制を充実させ、関係医療機関、介護施設・居宅サービス等との

連携(地域連携パス等)を充実させます。糖尿病については、特定検診、健康教室・

保健指導(栄養、運動)の充実や市の保健部門との連携・協働体制の構築を行うとと

もに、腎・透析センターとの連携強化を図ります。 

④ 職員の病院局採用について、現在、病院局の事務職員の一部は、市長事務部局か

ら出向している職員であるため、定期的な異動が行われ病院運営に関する知識等の

深化が図れないことから、病院局による職員の直接採用を年次的に行うことで、病

院事務の専門的知識、資質の向上を図り、病院経営の効率化、収入確保等を行いま

す。 

（２）経費節減に係るもの 

職員給与費の抑制及び適正な人員配置を図るため、これまでクラーク業務、医事業

務等の委託化を推進してきましたが、今後も委託料などを考慮しながら、外注化が可

能な業務に関しては外注化をすすめます。また、契約方法についても、給食、医事業

務、施設管理・警備、清掃等について長期継続契約の導入や業務内容の見直しを行い、

費用の削減に努めていきます。 

① 人員体制の合理化と適正な定員管理 

平成１７年４月（合併時）には正規職員数が２９７名でしたが、事業規模、経営

形態の見直し等を行った結果、退職者の不補充、他部局への異動などにより、平成
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２３年４月１日時点で１８７名となり、現在、１００名の減員となっています。 

今後については、病院経営、施設基準、新病院の建設に伴う診療体制や看護体制、

医師・看護師の確保等、さまざまな観点から人員体制について検討し、関係団体等

との協議を行いながら適正な定員管理に努めます。 

 一方では、男女共同参画、労働時間の厳守、産休・育休の確保等を模範的に推進

する立場にあることから「安心して子どもが産める環境」として育休代替制度を確

保する必要があります。特に、看護師については恒常的に育児休業中の職員がいる

ことから、その職員数に対して一定割合の正規職員を確保します。 

  ② 材料費の削減 

 新病院建設による患者や手術件数の増加により材料費が増加しています。これは

収益の増加に伴い増加するものですが、経営改善支援業務委託により価格交渉等の

手法を取り入れることで削減を図ります。 

（３）一時借入金の削減 

平成２７年度において一般会計から２億９，７００万円を繰入れたことで資金不足

を解消しました。その後、収益は増加したものの現金残高は大きな変化はありません。

このため、資金繰りのための一時借入が必要となり、資金不足比率への影響が発生し

ています。この抜本的な解消のため平成２９年度において３億５，０００万円を繰入

れて、一時借入金を大幅に削減し、以後、収支改善により逓減を図ります。 

（４）地域医療の強化 

これからますます進む高齢化社会に伴い、５大疾病のがん・脳卒中・心筋梗塞・糖

尿病・精神疾患は、罹患数が増加することが見込まれます。がんについては、また、

救急医療についても、これからの高齢化社会を考慮すると、市民の安心・安全・健康

な暮らしを守るためには、より効果的で臨機応変に対応できる体制が求められますが、

救急医療を提供する医療機関は、現状では医師が不足しているため、十分な対応が困

難な状況です。当院においても、旧山陽市民病院の統合により、守備範囲は広がり同

様の状況にあります。当院では、救急医療体制の強化のため、かかりつけ医、急患診

療所等の一次救急や三次の高度医療機関との役割分担と連携を推進します。 

そのほか当院が属する宇部・小野田医療圏域では、山口労災病院が災害拠点病院に

なっています。しかし、大災害時には救急医療同様１病院では対応が困難であること、

第６次山口県保健医療計画において圏域の災害拠点病院の複数整備を促進することと

されていることから、市民病院も災害拠点病院の指定を受けるための整備を行い、災

害派遣医療チームの機能・体制も整備します。なお、新病院にはヘリポートを設置し

ていることから迅速な対応が可能です。 
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Ⅴ 再編・ネットワーク化に係る計画 

 

１ 二次医療圏内の公立病院等の配置状況 

宇部・小野田二次医療圏は、官民合わせて多数の病院が混在し、県内の二次医療圏の

中でも県の医療計画で示された基準病床数をかなり超えています。 

宇部・小野田二次医療圏の公的病院の状況は、次のとおりです。 

病 院 名 許可病床数（床） 

山口大学医学部附属病院 ７３６ 

山口宇部医療センター ４３５ 

小野田赤十字病院 １３２ 

山口労災病院 ３１３ 

山陽小野田市民病院 ２１５ 

美祢市立病院 １４５ 

美祢市立美東病院 １００ 

 

２ 再編・ネットワーク化計画の概要 

当市の病院事業の再編・ネットワーク化計画は、次のとおりです。 

（１）平成２０年４月に、旧山陽市民病院を山陽小野田市民病院へ機能統合（再編）し、

１病院体制へ移行しました。その後、旧山陽市民病院（１６０床）については民間移

譲し、移譲後は内科系有床診療所（１９床）及び老人福祉施設の運営がされているこ

とから、１４１床の削減を行いました。 

（２）山陽小野田市の３つの公的病院（山口労災病院、小野田赤十字病院、山陽小野田市

民病院）が、急性期、療養型、一般病院として機能を分担しながら医師会と連携して

地域医療を確保します。 

   同時に、団塊の世代が７５歳以上に達する平成３７年（２０２５年）以降には、人

口減少とあいまって医療を必要とする人口が減少することを念頭においておく必要も

あります。 
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Ⅵ 経営形態の見直し 

 

平成１８年１０月１日から地方公営企業法の一部適用から地方公営企業法の全部適

用に経営形態を見直し、事業管理者を設置しました。「新公立病院改革ガイドライン」

では、経営形態の見直しに係る選択肢として、①地方公営企業法の全部適用、②地方

独立行政法人化（非公務員型）、③指定管理者制度の導入、④民間譲渡及び⑤事業形態

の見直しの５点を挙げていますが、市民病院では、「山陽小野田市新病院建設構想検討

委員会」の答申を踏まえて、当面、地方公営企業法全部適用とし、事業管理者を中心

に全部適用のメリットを生かして、経営の健全化に取り組みます。 

 

Ⅶ 点検・評価・公表 

 

１ 病院改革検討委員会の設置 

各年度決算確定後、決算数値に基づき、本プランの実施状況を点検・評価するため

に病院改革検討委員会を設置します。 

 【委員構成】 

地元医師会、学識経験者、総合政策部長、健康福祉部長、 

病院事業管理者、院長、副院長、診療部長、看護部長、医療技術部長 

 

２ 点検・評価の時期 

毎年度１０月頃の予定です。 

 

３ 公表の方法 

  市ホームページに掲載します。 
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Ⅷ 改革プラン及び収支計画を踏まえた今後の経営改善のための課題 

 

１ 収益の確保について 

（１）入院収益 

① 病床稼働率 

病床稼働率については、平成２４年度以降急激に悪化し、平成２５年度は７７．

２％、平成２６年度は病院移転に伴う入院制限の影響が３ヶ月程度長引いたことも

あり、７４．９％と落ち込みました。旧病院改革プランについては、平成２２及び

２３年度の実績を踏まえ８１％を目標数値としましたが、平成２８年度８３．７％

（１８０人）、２９年度８６．０％（１８５人）、平成３０年度以降８６．５％（１

８６人）とします。 

なお、現在、平日（水・木・金曜日）の病床稼動はきわめて良好で、８５％以上

（時には９０％を超えています。）ですが、市民病院の特性から週末（土・日曜日）

の稼動が著しく減少しており、平均稼働率を引き下げている傾向は否めません。 

② 入院単価 

看護基準の違いから単純比較はできませんが、全国平均と比べて低い傾向にあり

ます。平成２８年度からは、前年度実績（見込）を踏まえた単価に、常勤医の増員、

手術室の効率化による手術件数の増加、平均在院日数の短縮、施設基準に伴う加算

の取得を加算した額を目標数値とし、１人１日の入院単価を平成２８年度３万５５

００円、平成２９年度３万６７００円、平成３０年度以降３万７２００円として算

定します。 

（２）外来収益 

① 患者数（１日平均） 

外来患者数については、平成２３年度までは概ね４５０人前後でしたが、平成２

４年度から平成２６年度までは４３０人前後となりました。平成２８年度以降は常

勤医の増員を予定しているため目標を４５０人としておりましたが、減少傾向が継

続していることから平成２９年度４１０人、平成３０年度以降４１１人とします。 

② 外来単価 

外来単価については、２６年度からの院外処方の完全実施に伴い７６３１円とな

りましたが、平成２７年度から化学療法の実施に伴う加算の取得、単価の上昇の傾

向にあります。今後は、常勤医の増員を予定していることや透析センターのベッド

数の５床増加及び利用率の向上により、目標数値を平成２８年度９３００円、平成

２９年度９５００円、平成３０年度以降９６００円とします。 
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２ 費用の削減について 

（１）材料費 

  料金収入（入院及び外来収入）に対する材料費の割合は平成２４年度までは３４％

程度、薬品費は２６％程度でしたが、平成２５年度は院外処方を段階的に行い、平成

２６年度以降は完全実施となり、それぞれの割合は減少しています。新改革プランで

は患者１人１日あたりの医療材料費の実績を考慮して、料金収入に対する割合が材料

費は１９％程度、薬品費は１０％程度として算定します。 

 

（２）経 費 

  経費については、委託料と一般管理費に区分して計画します。 

① 委託料の計画 

委託料については新病院で増加しましたが、その理由として①エネルギー設備関係

の２４時間保守体制の確保、②医事システムについて画像保存通信システム（パック

ス）の導入、③患者の増加に伴う外注検査の増加、④医療機器の高度化に伴う保守料

の増加、⑤清掃について面積が旧病院に比べ３割程度増加、個別トイレの増加等、⑥

院内保育所について平成２９年度で定員数の２５名に達するとして委託料を計上した

ことが挙げられます。 

委託料については、長期継続契約の実施等による単価の引き下げを図ります。 

 

② 一般管理費の計画 

 光熱水費及び燃料費については、床面積増加分３５％（１２９４０㎡→１７３６８

㎡）及び新規医療機器の導入、照明機器等の増加及び社会的要因も含め、全体で４０％

程度増加が見込まれます。しかし、省エネ対策に伴う各種設備（コ・ジェネレーショ

ン、太陽光、太陽熱、地中熱、雨水利用、LED 等）の利用により従来の２０％程度の

軽減が想定されることから、実質的に全体で２０％程度の増加を見込んでいます。 
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Ⅸ 旧病院改革プランの総括 

 

１ 数値目標と成果 

（１）入院収益・外来収益の推移 

 入院について、目標数値として平成２３年度以降１日当たりの入院患者数を１８１人、

新病院完成後の平成２７年度は１９０人と見込んでいましたが、実績では目標患者数を

下回り、平成２３年度は１７２．３人、平成２４年度以降は、１７０人に満たない状況

となりました。平成２６年度については、１０月１日から新病院での診療開始に向け、

移転に伴う入院制限等の影響も含め患者数は一時的に減少したものの、移転後について

は徐々に回復し、平成２７年度には１７８人まで回復し、病床稼働率も８２．７％とな

り、入院収益についても逓増しています。 

 近年の介護施設等の増加及び近隣圏域での医療環境の充実等の影響も含め、入院患者

数の大幅な増員は厳しい状況ですが、１８０人以上の確保が必要な状況です。 

 外来について、目標数値として１日当り４５０人を見込んでいましたが、平成２４年

度以降患者数は１日当たり４３０人程度で推移しており、平成２７年度についても５０

０人は厳しい状況となっています。また、外来収益については平成２５年度からの院外

処方の段階的実施により大幅に減少していますが、院外処方の完全実施（院外処方率９

５％）は平成２６年度からであり、外来収益の減少以上に投薬用薬品費の減少となって

おり、外来収益は微増傾向にあります。 

 旧病院改革プランに掲げた数値目標（１日当患者数）と実績は、次表のとおりです。 
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入院・外来患者数及び収益等の推移                  （千円） 

年     度  Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 H27 

 １．入院 （１日当計画） 181 人  181 人  181 人  181 人  190 人 

    入院実績      

 （１）入院患者数（人）       63,070  57,776 60,553 58,812 65,076 

 （２）入院患者数（1 日当）  172.3  158.3  165.9  161.1  178 

 （３）入院収益（千円）    2,084,482  1,991,447 2,093,191 2,027,295 2,311,328 

 （４）入院単価（円）       33,050  34,468 34,568 34,471 35,517 

 （５）病床稼働率（％）  80.1  73.6  77.2  74.9  82.7 

 （６）平均在院日数（日）  14.6  13.7  13.9  12.8  15.0 

 ２．外来 （１日当計画） 450 人  450 人  450 人  450 人  500 人 

外来実績      

 （１）外来患者数（人）      109,685  105,571 103,966 105,066 104,441 

 （２）外来患者数（1 日当）  450 431 426 434 430 

 （３）外来収益（千円）    1,410,442  1,328,834 1,160,777 801,772 944,987 

 （４）外来単価（円）       12,859      12,587     11,165  7,631 9,048 

 ３．合計 （実績）          

 （１）入院・外来患者数      172,755  163,347 164,519 163,878 169,517 

 （２）入院・外来収益    3,494,924  3,320,281 3,253,968 2,829,067 3,256,315 

投薬用薬品費の推移 561,997 508,397 356,756 70,551 76,782 
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（２）旧病院改革プランの「経営の効率化」に伴う計画数値と実績は次表のとおりです。 

 平成２２年度までは、１日当たりの入院患者数は１８１人以上でしたが、平成２３

年度以降病床の老朽化が次第に顕在化し、また、医療環境の変化等により患者数は減

少が続き、計画数値を大きく下回りました。 

 また、平成２６年度から会計制度の変更及び院外処方の完全実施の影響もあり、対

収益比率関係等について変化を生じました。 

 

財務に係る数値目標（計画）                  （単位：％） 

                23 

年度 

(計画) 

24 

年度 

(計画) 

25 

年度 

(計画) 

26 

年度 

(計画) 

27 

年度 

(計画) 

経 常 収 支 比 率 101.3 100.3 100.4 99.6 97.1 

医 業 収 支 比 率 102.1 101.4 98.5 99.8 97.4 

累 積 欠 損 比 率 121.6 121.5 121.4 145.9 145.8 

資 金 不 足 比 率 6.1 0.4 △2.0 △2.1 △6.9 

職員給与費対医業収益比率 49.1 50.2 53.1 51.6 54.5 

材 料 費 対 医 業 収 益 比 率 31.3 31.3 31.3 31.3 21.8 

経 費 対 医 業 収 益 比 率 12.8 12.8 12.8 13.3 15.1 

 

財務に係る実績等数値                     （単位：％） 

 23 

年度 

(実績) 

24 

年度 

(実績) 

25 

年度 

（実績) 

26 

年度 

（実績) 

27 

年度 

(実績) 

経 常 収 支 比 率 100.7 96.5 101.1 106.9 94.9 

医 業 収 支 比 率 101.4 97.1 98.0 92.6 92.0 

累 積 欠 損 金 比 率 121.8 132.6 134.1 107.1 90.4 

資 金 不 足 比 率 6.1 4.8 1.3 9.4 △5.6 

職員給与費対医業収益比率 49.4 53.9 56.8 63.6 57.6 

材 料 費 対 医 業 収 益 比 率 31.8 31.3 27.4 21.0 21.0 

経 費 対 医 業 収 益 比 率 12.8 13.5 13.7 20.0 16.1 

 

実績では特に資金不足比率（地方財政法）について、病院統合時（平成２１年度）の

資金不足比率は２３．８％で、旧病院改革プランでは平成２５年度に資金不足を解消す

る計画でしたが、解消に至らず、４，７４０万円（１．３％）の資金不足額を生じまし

た。また、平成２６年度において、新病院建設及び移転に伴う入院制限や各種経費の増
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加に伴い２億円９６１７万円（９．４％）の資金不足を生じましたが、改革プランに基

づいた一般会計からの繰入れにより、平成２７年度において資金不足を解消しました。 

 

資金不足額の推移 

区     分  Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 H27 

 資金不足額 （千円）    230,247     171,826      47,397     296,171  △201,577 

 資金不足率（％）  6.1  4.8  1.3 9.4  △5.6 

 一般会計特別繰入金     250,000      70,000     100,000      88,968  297,000 

 

（３）公立病院としての医療機能に係る数値目標と実績は次のとおりです。 

 医療機能については、年間延時間外患者数を除き、概ね目標数値を達成しています。 

 平均在院日数については、外来化学療法を平成２７年度から本格的に実施している影

響も含め、長期化傾向となっています。 

 

医療機能にかかる計画数値 

 23 

年度 

(計画) 

24 

年度 

(計画) 

25 

年度 

(計画) 

26 

年度 

(計画) 

27 

年度 

(計画) 

平 均 在 院 日 数(日) 16.0 16.0 16.0 16.0 15.0 

平 均 延 べ 手 術 件 数(件) 1,100 1,100 1,100 1,100 1,250 

救急車による年間延べ患者数         

(人) 
700 700 700 700 750 

年 間 延 べ 時 間 外 患 者 数(人) 4,500 4,500 4,500 4,500 4,600 

 

医療機能にかかる実績等数値 

 23 

年度 

(実績) 

24 

年度 

(実績) 

25 

年度 

(実績) 

26 

年度 

(実績) 

27 

年度 

(実績) 

平 均 在 院 日 数(日) 14.6 13.7 13.9 12.8 15.0 

平 均 延 べ 手 術 件 数(件) 1,204 1,000 1,196 1,098 1,333 

救急車による年間延べ患者数         

(人) 
858 732 728 721 713 

年 間 延 べ 時 間 外 患 者 数(人) 4,008 4,130 4,128 4,486 4,595 
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（４）新病院建設の事業費内訳及び財源内訳表 

 新病院の建設については平成２６年８月に建物が完成し、１０月１日から新病院で診

療を開始しました。駐車場等の外構整備については、一部、平成２７年度にずれ込みま

したが、７月に全ての工事が完成しました。 

 新病院建設の総事業費は約６６億６０００万円で、企業債借入額は新病院建設工事等

３６億９８２０万円、医療機器及び医療情報システム１１億４３４０万円で、合計４８

億４１６０万円であり、当初計画（平成２４年度計画）の借入予定額４４億８０万円か

ら４億４０８０万円増加しました。 

 企業債の償還については、医療機器及び医事情報システムは５年間、建物及び建物附

属設備は２９年間となっております。 

 

 

  １.建設事業費 （千円） 
 

H24～Ｈ26 年度別実績内訳 

区       分 
H24～Ｈ26 Ｈ２４ H24 H25 H26 

総事業費 当初計画 事業費 事業費 事業費 

（支出） 
 

        

１．新病院建設工事・実施設計 5,098,370 4,500,000 204,395 1,243,333 3,650,642 

２．医療機器・情報システム・什器備品 1,441,463 1,200,000     1,441,463 

３．ソフト事業（ＢＣＰ，移設費他） 120,665  66,000 22,575 8,000 90,090 

支 出 合 計 6,660,498 5,766,000 226,970 1,251,333 5,182,195 

（収入）           

１．補助金 57,227   280 10,308 46,639 

２．企業債（建設事業） 3,698,200 3,375,800 124,900 924,700 2,648,600 

  〃 （医療機器・医療情報システム） 1,143,400 1,025,000     1,143,400 

企業債合計 4,841,600 4,400,800 124,900 924,700 3,792,000 

３．一般会計出資金 1,361,100 1,299,200 40,800 308,200 1,012,100 

４．内部留保、起債対象外事業負担金 400,571 66,000 60,990 8,125 331,456 

収 入 合 計 6,660,498 5,766,000 226,970 1,251,333 5,182,195 

注 総事業費の内、外構工事等約３億２９００万円を平成２７年度に繰り越しました。 
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Ⅹ 収支計画 

 

 

１．収支計画　（収益的収支） (単位：百万円、％)

　　 年 度

 区 分

１. ａ 3,538 3,139 3,617 3,565 3,824 3,881 3,881 3,881

(1) 3,254 2,829 3,256 3,191 3,428 3,488 3,488 3,488

(2) 284 310 361 374 396 393 393 393

110 108 109 115 111 111 111 111

２. 238 634 278 374 389 398 393 301

(1) 221 221 187 145 149 152 158 157

(2) 1 1 1 1 1 0 1 1

(3) - 350 55 102 102 103 124 104

(4) 16 62 35 126 137 143 110 39

(A) 3,776 3,773 3,895 3,939 4,213 4,279 4,274 4,182

１. ｂ 3,609 3,390 3,931 3,928 4,160 4,177 4,114 4,072

(1) ｃ 2,010 1,996 2,085 2,040 2,190 2,234 2,202 2,214

(2) 970 660 760 733 764 728 728 728

(3) 486 628 584 625 674 680 680 680

(4) 129 80 459 483 482 488 457 425

(5) 14 26 43 47 50 47 47 25

２. 128 140 172 181 196 176 180 175

(1) 21 52 68 61 60 57 58 53

(2) 107 88 104 120 136 119 122 122

(B) 3,737 3,530 4,103 4,109 4,356 4,353 4,294 4,247

経 　常 　損 　益 　(A)－(B) (C) 39 243 ▲ 208 ▲ 170 ▲ 143 ▲ 74 ▲ 20 ▲ 65

１. (D) 3 0 297 2 350 1 1 1

２. (E) 5 1,893 0 2 2 4 1 1

特　別　損　益　(D)－(E) (F) ▲ 2 ▲ 1,893 297 0 348 ▲ 3 0 0

37 ▲ 1,650 89 ▲ 170 205 ▲ 77 ▲ 20 ▲ 65

(G) 4,746 3,361 3,272 3,442 3,237 3,315 3,335 3,400

(ｱ) 696 666 699 710 709 713 681 724

(ｲ) 743 962 497 672 524 497 479 430

　 150 550 280 400 100 100 100 50

(ｳ)

(Ａ)

（Ｂ）

(ｵ)

ａ

ａ

ｂ

c

a

(H)
ａ

25年度(実績) 26年度(実績) 27年度(実績) 28年度（実績） 29年度 30年度 31年度 32年度

収
 
 
 
 
 
 
 
 

入

医 業 収 益

料 金 収 入

そ の 他

う ち 他 会 計 負 担 金

医 業 外 収 益

他 会 計 負 担 金 ・ 補 助 金

国 ( 県 ) 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

経 常 収 益

支
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出

医 業 費 用

職 員 給 与 費

材 料 費

経 費

減 価 償 却 費

そ の 他

医 業 外 費 用

支 払 利 息

そ の 他

経 常 費 用

特

別

損

益

特 別 利 益

特 別 損 失

純 損 益 (C)＋(F)

累 積 欠 損 金

不
 

良
 

債
 

務

流 動 資 産

流 動 負 債

う ち 一 時 借 入 金

翌 年 度 繰 越 財 源

当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入
(ｴ)

又 は 未 発 行 の 額

差引
不 良 債 務

(ｵ) 47 296 ▲ 202 ▲ 38 ▲ 185 ▲ 216 ▲ 202 ▲ 294
｛ ( ｲ )-( ｴ ) ｝ -{( ｱ )-( ｳ )}

経 常 収 支 比 率 ×100 101.1 106.9 94.9 95.9 96.7 98.3 99.5 98.5

不 良 債 務 比 率 ×100 1.3 9.4 ▲ 5.6 ▲ 1.1 ▲ 4.8 ▲ 5.6 ▲ 5.2 ▲ 7.6

医 業 収 支 比 率 ×100 98.0 92.6 92.0 90.8 91.9 92.9 94.3 95.3

職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 ×100 56.8 63.6 57.6 57.2 57.3 57.6 56.7 57.0

地方財政法施行令第15条第１項

により算定した資金の不足額 (H) 47 296 ▲ 202 ▲ 38 ▲ 185 ▲ 216 ▲ 202 ▲ 294

資 金 不 足 比 率 ×100 1.3 9.4 ▲ 5.6 ▲ 1.1 ▲ 4.8 ▲ 5.6 ▲ 5.2 ▲ 7.6

病 床 稼 働 率 77.2 74.9 82.7 82.9 86.0 86.5 86.5 86.5  
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２．収支計画（資本的収支） (単位：百万円、％)

　　 年 度

 区 分

１. 995 3,532 300 32 94 55 55 55

２. 308 1,012

３. 80 159 48 99 111 101 116 100

４.

５.

６. 11

７. 11 46 1

(a) 1,394 4,749 348 132 216 156 171 155

(c)

純計(a)－{(b)＋(c)} (A) 1,394 4,749 348 132 216 156 171 155

１. 1,329 4,677 386 52 127 75 75 75

２. 116 128 125 380 370 362 399 224

３. 22 21 32 32 88 88 66 66

４. 86 88 88 0

(B) 1,553 4,914 631 464 585 525 540 365

差　引　不　足　額　(B)－(A) (C) 159 165 283 332 369 369 369 210

１. 159 67 283 332 369 369 369 210

２.

３.

４. 98

(D) 159 165 283 332 369 369 369 210

補てん財源不足額　(C)－(D) (E) 0 0 0 0 0 0 0 0

(E)－(F) 0 0 0 0 0 0 0 0

３．一般会計等からの繰入金の見通し

(    0) (    0) (    297) (    0) (    350) (    0) (    0) (    0)

331 329 593 367 700 358 361 288

(    0) (    0) (    0) (    0) (    0) (    0) (    0) (    0)

80 159 48 99 111 101 116 100

(    0) (    0) (    297) (    0) (    350) (    0) (    0) (    0)

411 488 641 466 811 459 477 388

（注）
1
2

25年度(実績) 26年度(実績) 27年度(実績) 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

収
　
　
　
　
　
　
入

企 業 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

他 会 計 補 助 金

国 ( 県 ) 補 助 金

そ の 他

収 入 計

う ち 翌 年 度 へ 繰 り 越 さ れ る
(b)

支 出 の 財 源 充 当 額

前年度許可債で当年度借入分

支
　
　
出

建 設 改 良 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

そ の 他

支 出 計

補
て
ん
財
源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

又 は 未 発 行 の 額

実 質 財 源 不 足 額

当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入
(F)

(単位：百万円）

25年度(実績) 26年度(実績) 27年度(実績) 28年度（実績） 29年度 30年度 31年度 32年度

収 益 的 収 支

資 本 的 収 支

合　　　計

　（　）内はうち基準外繰入金額
　「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」（総務副大臣通知）に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる繰入金以外の繰入金をいう。  
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第１ 新改革プランに基づく病院収支計画の見直し 

 

１．見直しの経過等 

 これまでに策定した病院事業に関する収支計画等については、新病院建設に関す

る収支計画概要（平成２３年２月）、病院事業改革プラン（平成２３年１０月改

定）、新病院基本計画書中の事業収支概要計画（平成２３年１１月）及び新病院建

設並びに新会計制度変更に伴う病院事業収支計画変更分（平成２５年３月）があ

る。いずれも、病院事業改革プラン（平成２３年度～平成２７年度）を基本として

実情を踏まえ策定したものである。 

 平成２８年３月の改定については、新公立病院改革ガイドライン（平成２７年３

月３１日 総務省自治財政局長通知）による新病院改革プランの収支計画の附属資

料として作成するものである。具体的には、平成２６年１０月１日に開院した新病

院の入院・外来患者数の動向や平成２７年７月に完了した新病院建設事業の終了に

伴う企業債借入金の償還計画、病院統合に伴う長期借入金の返済を含め、新改革プ

ランにおける計画の基礎となる数値を作成したものである。 

 また、この度の改訂については、一時借入金の削減を目的とした一般会計からの

繰入れに伴い収支の変更があるため、これも含めて一部見直しを行うものである。 

収支計画期間については、新改革プランでは平成２８年度から平成３２年度まで

の５年間であるが、本収支計画では新病院建設後１０年間とし、平成２７年度から

平成３６年度までとする。 

 

 

２．収支計画作成について留意した事項 

（１）計画は予算書・決算書の「収益費用明細書」及び「資本的収入及び支出明細

書」の順に記載した。 

（２）損益計算書に適合させるため、収益及び費用の個別明細については、消費税

等（消費税及び地方消費税）を除いた金額で表示した。 
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第２ 収支計画における課題 

 

１ これまでの収支状況及び資金不足額の推移について 

 

（１）入院収益・外来収益の推移 

 入院について、平成２４年度以降、病床稼働率は７０％台で、１日当たりの入院

患者数も１７０人に満たない状況であったが、平成２６年１０月１日から新病院の

診療開始以降移転の影響もあり、患者数は徐々に回復し、１月以降は８０％台とな

り、入院収益についても逓増している。 

 ただし、近年の介護施設等の増加及び近隣圏域での開院等の影響も含め、季節的

な増加を除き、入院患者数の大幅な増員は厳しい状況となっている。 

 外来について、平成２４年度以降患者数は１日当たり４３０人程度であるが、平

成２５年度からの院外処方の段階的実施による投薬用薬品収益の減少に伴い外来収

益は大幅に減少となっている。 

 院外処方の完全実施（院外処方率９５％）は平成２６年度からであり、外来収益

の減少以上に投薬用薬品費の減少となっており、一定の成果をあげている。 

 平成２２年度から平成２６年度までの入院・外来の概要は次表のとおりである。 

 

入院・外来患者数及び収益等の推移      （千円） 

 

年     度  Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 

 １．入院            

 （１）入院患者数（人）       66,053       63,070  57,776 60,553 58,812 

 （２）入院患者数（1 日当）  181.0  172.3  158.3  165.9  161.1  

 （３）入院収益（千円）    2,134,371    2,084,482  1,991,447 2,093,191 2,027,295 

 （４）入院単価（円）       32,313       33,050  34,468 34,568 34,471 

 （５）病床稼働率（％）  84.2  80.1  73.6  77.2  74.9  

 （６）平均在院日数（日）  15.3  14.6  13.7  13.9  12.8  

            

 ２．外来            

 （１）外来患者数（人）      109,133      109,685  105,571 103,966 105,066 

 （２）外来患者数（1 日当）  449 450 431 426 434 

 （３）外来収益（千円）    1,367,000    1,410,442  1,328,834 1,160,777 801,772 

 （４）外来単価（円）       12,526       12,859   12,587    11,165  7,631 

            

 ３．合計            

 （１）入院・外来患者数      175,186      172,755  163,347 164,519 163,878 

 （２）入院・外来収益    3,501,371    3,494,924  3,320,281 3,253,968 2,829,067 

※投薬用薬品費の推移 549,170 561,997 508,397 356,756 70,551 
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（２）資金不足比率（地方財政法）について 

 旧山陽市民病院統合時（平成２１年度）の資金不足比率は２３．８％で、前改革

プランでは平成２５年度に資金不足を解消する計画であったが、解消に至らず、４

７４０万円（１．３％）の資金不足額を生じた。 

 また、平成２６年度において、新病院建設及び移転に伴う入院収益の減少、各種

経費の増加に伴い２億９６１７万円（９．４％）の資金不足を生じた。 

資金不足額については、病院特例債の最終償還年度の平成２７年度において、一

般会計からの繰入れにより解消した。 

  資金不足額（率）の推移               （千円） 

区     分    Ｈ22     Ｈ23     Ｈ24     Ｈ25    Ｈ26  

 資金不足額 （千円）    586,769     230,247    171,826     47,397    296,171  

 資金不足率（％）  15.5  6.1  4.8  1.3 9.4  

 一般会計特別繰入金  190,000    250,000   70,000   100,000     88,968  

 

（３）新病院建設の事業費内訳及び財源内訳表 

 新病院建設の総事業費は、６６億６０００万円で企業債借入額は、新病院建設工

事等３６億９８２０万円、医療機器及び医療情報システム１１億４３４０万円で、

合計４８億４１６０万円であり、当初計画（平成２４年度計画）の借入予定額４４

億８００万円を４億３３６０万円上回った。 

 

  １.建設事業費 
（千円）  H24～Ｈ26 年度別実績内訳 

区       分 
H２４～Ｈ２６ Ｈ２４ H24 H25 H26 

総事業費 当初計画 事業費 事業費 事業費 

（支出）           

１．新病院建設工事・実施設計 5,098,370 4,500,000 204,395 1,243,333 3,650,642 

２．医療機器・情報システム・什器備品 1,441,463 1,200,000      1,441,463 

３．ソフト事業（ＢＣＰ，移設費他） 120,665  66,000 22,575 8,000 90,090 

支 出 合 計 6,660,498 5,766,000 226,970 1,251,333 5,182,195 

（収入）           

１．補助金 57,227   280 10,308 46,639 

２．企業債（建設事業） 3,698,200 3,375,800 124,900 924,700 2,648,600 

  〃 （医療機器・医療情報システム） 1,143,400  1,025,000     1,143,400 

企業債合計 4,841,600 4,400,800 124,900 924,700 3,792,000 

３．一般会計出資金 1,361,100  1,299,200 40,800 308,200 1,012,100 

４．内部留保、起債対象外事業負担金 400,571 66,000 60,990 8,125 331,456 

収 入 合 計 6,660,498 5,766,000 226,970 1,251,333 5,182,195 

注 総事業費の内、外構工事等、約３億２９００万円を平成２７年度に繰越した。 
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（４）病院統合時の資金対応 

 

 病院統合時に約２０億円の資金不足額が生じ、これを解消するため、旧小野田市

民病院の内部留保３億円のほか１７億円の資金手当が必要であり、退職手当債７億

５０００万円、公立病院特例債４億３２００万円、他会計長期借入金５億２０００

万円で補填した。 

退職手当債の償還は平成２５年度をもって終了し、公立病院特例債は平成２７年

度で償還が終了する。 

一般会計からの長期借入金については平成２１年度に４０００万円、また、平成

２５年度から年次的に返済を行っているが、工業用水道事業会計からの長期借入金

３億５千万円についてはこれまで返済計画を繰り延べている。 

新病院建設に伴う企業債（医療機器及び医療情報システムに係るものは５年償還

（１年据置）であり、返済が重なり資金的に厳しい状況となる。 

 

  建設改良等以外に充てた長期借入金残高         （千円） 

区分・年度 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

退職手当債 325,120 150,700 12,360 0 0 

公立病院特例債 432,000 347,755 262,445 176,059 88,581 

一般会計借入金 130,000 130,000 130,000 108,340 86,680 

工水会計借入金 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 

合    計 1,237,120 978,455 754,805 634,399 525,261 

 

 

（５）地域医療構想を踏まえた役割の明確化 

 山口県の地域医療構想では、宇部・小野田医療圏域においては回復期病床が不足

しており、高度急性期、急性期及び慢性期病床が過剰と推計されているものの、当

院は当面はこれまでと同様の急性期病床として計画する。 

 ただし、地域医療構想により病床機能の変更があれば、新病院改革プランの見直

しに伴い当計画を変更することもあり得ると考えている。 

 なお、地域包括ケアシステムの構築の役割の中で、介護施設・福祉施設との更な

る連携が求められており、市の健康福祉部と密接に連携をとりながら、その推進を

行っている。 
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第３ 平成２６年度の状況と平成２７年度以降の見通し 

 

１ 病院事業収益について 

 

（１）入院収益等の実績について 

 

病床稼働率は、平成２２年度までは概ね８４％台を保っていたが、平成２３年度

以降７５％程度と低減しており、２６年度は１日平均患者数１６１．１人、病床稼

働率７４．９％、入院収益２０億２７００万円程度となった。病床稼働率の低減に

ついては、平均在院日数の影響、また、高齢者が増加する中で近年の介護施設の充

実等が考えられる。 

平成２７年度以降の計画数値は、新病院開院の平成２６年１０月以降の患者数等

を参考として今後の計画とする。但し、移転準備として新たな入院患者の抑制等に

より９月末には６０人まで入院患者数を減少させたことに伴う影響が年末まで続い

たことから、平成２７年１月以降の患者数及び平成２８年１月～３月までの実績

（見込）を参考として各施策に伴う要素を考慮し計画数値の基本とする。 

 

 平成２７年１月～１２月までの 1年間の患者数実績（見込）は次表のとおり。 

月別 

入     院 外     来 

入院患

者数 

入院１日

平均 

入院収益 

（千円） 

入院単価

（円） 

病床稼

働率 

外来患者

数 

外来１日

平均 

外来収益 

（千円） 

外来単価 

（円） 

１月 5,442 175.5  203,291 37,356 81.6  9,013 474.0  69,329 7,692 

２月 5,287 188.8  186,749 35,322 87.8  8,379 440.8  65,454 7,812 

３月 5,355 172.7  200,706 37,480 80.3  9,295 422.5  74,066 7,968 

４月 5,438 181.3  169,926 31,248 84.3  8,980 427.6  77,279 8,606 

５月 5,257 169.6  170,106 32,358 78.9  8,154 453.0  71,432 8,760 

６月 5,179 172.6  179,866 34,730 80.3  9,183 417.4  77,903 8,483 

７月 5,405 174.4  208,170 38,514 81.1  9,344 424.7  79,711 8,531 

８月 5,452 175.9  174,347   31,978  81.8 8,531 406.2   77,929  9,134 

９月  5,445  181.5 200,828  36,883 84.4   8,607  453.0  76,738  8,915 

１０月 5,378  173.5  198,378  36,887  80.7  8,879  422.8  84,068  9,468  

１１月 5,537  184.6  184,984  33,409  85.9  8,339  438.9  76,195  9,137  

１２月 5,283  170.4  199,678  37,796  79.3  8,649  455.2 80,820  9,344  

合計 64,458 176.6 2,277,029 35,325 82.1 105,353 433.5 910,924 8,646 
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（２）平成２８年度以降の入院患者数等の見込み 

 

①入院患者数（病床稼働率） 

 新病院開院後については、医師の増員、また、患者１人当たりの病床面積の拡大や

個室の充実などの入院環境の改善に伴い、平成２６年１月以降の実績（見込）も参考

とし、平成２８年度以降の患者数及び入院単価を見込む。 

②入院単価 

１人当たりの入院単価については、新たに療養環境加算１６００万円、重症者等

療養環境加算１０００万円取得すること、また、病棟での服薬指導の充実等により、

各種加算を取得しており、平成２８年度は３５，５００円、平成２９年度は３６，７

００円、平成３０年度以降は３７，２００円とする。 

 平成２７年度以降の入院に係る計画は次表のとおりとする。 

 

 ・入院収益（計画） 

年 度 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ 
Ｈ３０ 

以 降 

病床数 215 215 215 215 

 病床稼働率（％） 82.8 83.7 86.0 86.5 

１日平均患者数(人) 178 180 185 186 

１人当たり単価(円) 35,400 35,500 36,700 37,200 

 平均在院日数（日） 15 16 17 17 

年間入院収益(千円) 2,299,800 2,332,300 2,478,075 2,525,414 

  

 

（３）平成２８年度以降の外来患者数等の見込み 

 

① 患者数（１日平均） 

外来患者数については、平成２３年度までは４５０人前後で推移しており、平成

２４年度からも減少傾向が認められる。平成２５年度以降４３０人で新病院開院後

も同様の傾向が続くため、平成２９年度は４１０人、平成３０年度以降は４１１人

とする。 

② 外来単価 

外来単価については、平成２５年度中に院外処方を段階的に行い、平成２６年度

から完全実施で、院外処方率９５％で推移している。院外処方を実施する前の実績

１２，５００円程度から薬価収益を差し引いた額を基準として算定し、これに透析

の増床や平成２７年４月から実施の外来化学療法加算を考慮し、順次引き上げ、平

成２９年度は１人１日あたりの単価を９，５００円、平成３０年度９，６００円とす

る。 

 なお、透析台については、開院時に５台追加し２４台としているが、今後、患者数

の増加を見込み、更に４台追加することが可能である。 
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 外来収益（計画） 

年 度 
Ｈ２７ 

 

Ｈ２８ 

 

Ｈ２９ 

 

Ｈ３０ 

以降 

１日平均患者数(人) 435 450 410 411 

１人当たり単価(円) 9,100 9,300 9,500 9,600 

年間外来収益（千円） 961,800 1,016,800 950,272 962,617 

 

 

（４）その他医業収益（①室料差額、②公衆衛生活動、③その他） 

 

①室料差額収益 

 室料差額収益（個室使用料）の実績及び予算（消費税抜）は次のとおりであるが、

平成２６年１０月からの新病院の個室については全て１人部屋とし、合わせて利用

料の見直しを行った。 

（千円） 

年 度 
H22 

（実績） 

H23 

（実績） 

H24 

（実績） 

H25 

（実績） 

H26 

（実績） 

室料差額収益 33,132 32,797 29,585 31,145 44,669 

  

 有料個室（６４床）及び８階女性病棟の無料個室９室を含め、ベッドコントロール

の効率化を図り、病床の有効利用を図る。 

 室料差額収益については、平成２７及び２８年度を７４，５００千円とし、平成２

９年度以降は８０，０００万円の収入を見込む。 

 個室の設置状況及び利用率等の見込みは過去 1 年間の実績を踏まえ次表のとおり

とする。 

 

室料差額内訳       

区  分 
面積 室数 ベッド数 利用率 税抜価格 収入額（税抜） 

（㎡） （室） （床） （％） （円） （円） 

一般 個室Ａ 10.70  6 6 95 1,500 3,120,750 

個室Ｂ 16.23  28 28 90 3,300 30,353,400 

個室Ｃ 16.23  18 18 85 4,000 22,338,000 

個室Ｄ 17.10  8 8 80 5,000 11,680,000 

個室Ｅ 32.50  4 4 60 8,000 7,008,000 

無料個室 ９室           

合計・平均   64 64 86  74,500,150 
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②公衆衛生活動収益                       （千円） 

年 度 

H22 

（実績） 

H23 

（実績） 

H24 

（実績） 

H25 

（実績） 

H26 

（実積） 

H27 

(予算) 

 

公衆衛生活動収益 88,427 89,104 98,215 90,446 86,023 89,000 

 実績の主な内訳は、集団健診収入７０００万円、予防接種収入２０００万円程度

で推移しており、平成２７及び２８年度は８９００万円とし、平成２９年度は１割

程度の増加を見込む。 

 

③その他                            （千円） 

区分・年度 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

救急医療負担金 93,058 93,200 95,704 98,725 97,888 97,608 

保健衛生行政負担金 15,658 11,289 10,889 10,889 10,889 10,915 

医業相談収益 17,914 20,910 17,801 20,375 31,523 32,000 

その他 31,805 33,126 32,528 32,147 34,564 39,500 

   合    計 158,435 158,525 156,922 162,136 174,864 180,023 

  

救急医療負担金及び保健衛生行政負担金は一般会計繰入金であり、市長部局と調

整した額とした。また、医療相談収益は、人間ドック収入及び嘱託医料（現在６施設

及び７事業所）であり、平成２８年度以降、ドック収入の充実を見込む。 

その他の主なものは文書料、貸衣料等、２次救急運営費補助金であり、文書料及び

貸衣料等について増加を見込む。 

 

その他医業収益の今後の見込み（税抜き）（千円） 

年 度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０以降 

室料差額収益 74,500 80,000 80,000 

公衆衛生活動収益 89,000 102,200 100,000 

救急医療負担金 97,400 100,392 103,434 

保健衛生行政負担金 11,000 10,889 7,101 

医業相談収益 32,000 39,000 39,000 

その他 44,500 63,586 63,138 

合 計（千円） 348,400 396,067 392,673 

 

（５）医業外収益（一般会計繰入金関係） 

 医業外収益の大部分を占める一般会計からの繰入金の推移は次表のとおりであり、

特に病院事業改革プランに基づき、病院統合に伴う退職手当債償還金等の経費の補

填を行っており、この財源として「病床削減時の既存交付税措置の５年間継続」に伴

う普通交付税措置額も充てられている。（改革プラン等の欄参照） 
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①一般会計負担金（繰出基準による負担金）                 （千円） 

区分・年度 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

高度医療 14,478 14,701 22,225 14,701 14,701 14,701 

企業債利息 13,938 12,312 10,483 9,659 14,854 30,339 

小児医療       

 一般会計負担金合計 28,416 27,013 32,708 24,360 29,555 45,040 

 

 

②一般会計補助金（繰出基準による経営基盤強化補助金）           （千円）                

区分・年度 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

研究研修費 23,951 28,301 27,675 27,257 28,791 32,080 

共済追加費用 30,366 27,870 23,821 20,628 19,169 15,319 

改革プラン等 190,000 250,000 70,000 100,000 88,968 297,000 

医師確保対策 21,591 1,506 1,146 1,146 1,166 1,166 

基礎年金拠出金 41,565 45,932 44,397 42,067 46,734 49,089 

児童手当 7,848 7,362 4,936 6,176 6,300 6,190 

院内保育所運営費      5,000 

一般会計補助金合計 315,321 360,971 171,975 197,274 191,128 405,844 

 ※平成 26年度の改革プラン分については、新病院への移転経費等を含む。 

 ※平成 27年度数値は予算による。 

 

 

③平成２８年度以降についても、総務副大臣通知の「地方公営企業繰出金について

（通知）」を原則とし、基準を明確化する。 

また、平成２７年度の院内保育所（医師会との共同利用）設置に伴う運営経費の補

助については、保育児童数増加に応じて逓増させた。（補助金） 

 

 

 

なお、一般会計からの企業債利子に対する繰入金に大きな影響を与える新病院建

設に伴う企業債借入額は、事業繰越分も含め平成２７年度で次表のとおりであり、

また、平成２７年度以降の医療機器更新に係る借入予定額は各年５５００万円とし

利率は１．０％で算定した。  
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（６）新病院建設に係る企業債借入状況（Ｐ４参考） 

 

①新病院建設に伴う企業債借入は、今後の財政運営に大きく影響する、借入状況及

び平成３６年度までの元利返済計画は次表のとおりとなる。 

                                 （千円） 

借入年度 借 入 額 借入目的 借入利率 償還終期 

H２４年度 124,900 病院建設 1.500% H５４年度 

H２５年度 924,700 病院建設 1.400% H５５年度 

H２６年度 2,388,600 （起債前借） 1.200% H２７年度 

H２６年度 1,143,400 医療機器等 0.285% H３１年度 

H２７年度 2,648,000 病院建設 1.100% H５５年度 

借入合計 4,841,000       

※H２６年度起債前借 23億 8860万円は、H２７年度借入 26億 4800 万円に統合。（病院建設） 

※医療機器等には、医療機器、医事情報システム、什器備品を含む。 

 

 

 新病院建設に係る元金・利子の支払状況 

 （平成２６年度～平成３６年度） 
   （千円） 

支払年度 元 金 利 子 元利合計額 

Ｈ２６ 0 14,022 14,022 

Ｈ２７ 0 35,323 35,323 

Ｈ２８ 285,850 47,012 332,862 

Ｈ２９ 285,850 46,197 332,047 

Ｈ３０ 290,002 45,369 335,371 

Ｈ３１ 321,192 44,384 365,576 

Ｈ３２ 132,842 43,000 175,842 

Ｈ３３ 134,419 41,423 175,842 

Ｈ３４ 136,016 39,826 175,842 

Ｈ３５ 137,633 38,210 175,843 

Ｈ３６ 139,268 36,575 175,843 
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②企業債借入総額に係る利子の支払計画及び一般会計からの負担金の額は次表のとおりとなる。 

 

 

 企業債借入利子に係る一般会計繰入基準額(医業外収益)                    （千円） 

                     

  企業債利子支払計画（Ｈ２７年度以降） Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 Ｈ36 

  平成１４年度以前借入分×2/3 6,517 5,830 5,271 4,708 4,130 3,536 2,923 2,295 1,649 1,077 

  平成１５年度～平成２６年度借入分×1/2 15,102 9,068 8,623 8,148 7,630 7,066 6,812 6,555 6,294 6,029 

  平成２７年度以降借入予定分×1/2 8,720 14,818 15,051 15,223 15,332 15,245 14,711 14,169 15,122 14,269 

一般会計繰入金（利子分）合計額 30,339 29,716 28,945 28,079 27,092 25,847 24,446 23,019 23,065 21,375 

  

 

 

 企業債利子の支払計画（医業外費用） 

                                                   （千円） 

目的 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 Ｈ36 

支払利子の総額 58,257 56,519 55,255 53,804 52,118 49,926 47,430 44,890 45,306 42,512 

 

 

 

③一般会計からの繰入金の全体計画（資本的収入を含む。）は、次表「一般会計からの繰入金基準」による。 

なお、資本的収入の企業債償還金分については、資本費繰入収益を含む。
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 一般会計からの繰入金基準 （千円）           

区分   年度 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 

収益的収入                           

1 企業債利子 10,483 9,659 14,854 30,339 29,577 28,545 27,544 27,092 25,847 24,446 23,019 23,065 21,375 

2 小児医療                           

3 院内保育所       5,000 5,334 10,000 5,129 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

4 救急医療 95,704 98,725 97,888 97,608 103,701 100,392 103,434 98,000 98,000 98,000 98,000 98,000 98,000 

5 高度医療 22,225 14,701 14,701 14,701 14,701 14,701 18,384 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

6 保健衛生 10,889 10,889 10,889 10,915 10,889 10,889 7,101 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 

7 経営基盤強化 171,975 197,274 191,128 400,844 95,255 445,733 100,720 106,200 106,200 106,200 106,200 106,200 106,200 

  （１）研究研修 27,675 27,257 28,791 32,080 33,826 33,923 33,042 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 

  （2）追加費用 23,821 20,628 19,169 15,319 8,871 8,871 11,361 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

  （３）改革プラン（補助） 70,000 100,000 50,000                     

  （４）改革プラン（特別）     38,968  297,000   350,000               

  （５）医師確保 1,146 1,146 1,166 1,166 1,166 1,166 3,546 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

  （６）基礎年金 44,397 42,067 46,734 49,089 46,864 46,590 47,687 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 

  （７）児童手当 4,936 6,176 6,300 6,190 4,528 5,183 5,084 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

小    計 311,276 331,248 329,460 559,407 259,457 610,260 262,312 267,272 266,047 264,646 263,219 263,265 261,575 

資本的収入                           

1 建設改良 30,987 10,987 83,703 8,704 9,796 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

2 企業債償還金 82,292 69,459 75,224 72,796 196,648 190,890 186,624 205,621 118,284 119,685 121,111 122,566 121,973 

小    計 113,279 80,446 158,927 81,500 206,444 200,890 196,624 215,621 128,284 129,685 131,111 132,566 131,973 

繰出金基準額合計 424,555 411,694 488,387 640,907 465,901 811,150 458,936 482,913 394,331 394,331 394,329 395,831 393,548 
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④医業外収益（一般会計繰入金を除く） 

これまでの実績を考慮して計上する。平成３１年度以降について、産科医確保支

援事業補助金３６０万円、公舎使用料、自動販売機及び売店設置収入、テレビ利用手

数料、保育料収入等で１６００万円とする。 

なお、平成２９年度以降について、病院会計及び一般会計間の退職金負担金につ

いて、収支計画上では収入について計上していない。 

⑤平成２６年度から新会計制度が適用され、これまで償却資産の取得時の補助金等

（受贈財産評価額、国・県補助金、寄附金、一般会計からの元金に対する負担金、寄

附金等）について、一旦、長期前受金（負債の部 繰延収益）として整理され、減価

償却見合いに応じて収益化することとされた。 

⑥企業債償還金に対する一般会計負担金について、負担額と減価償却見合いに大き

な差がなく財務諸表に大きな影響が生じないと判断する場合（医療機器等）は、資本

費繰入収益（医業外収益）として計上する。 

医業外収益に計上する長期前受金収益化額及び資本費繰入収益は次のとおり計画す

る。なお、資本剰余金への計上は、非償却資産（土地等）の取得に係る負担金相当額

である。 

 長期前受金収益化計画                 （千円） 

年度 発生額 収益化分 除却分 残高 
資本費 

繰入収益 

（参考） 

資本剰余金 

H26期首残高       395,497   

２６年度 156,640 48,439 301,403 202,295 47,750 1,205 

２７年度 48,249 54,892  711 194,941 33,321 1,226 

２８年度 98,203 99,034  250 193,860 107,192 1,246 

２９年度 99,363 103,548   189,672 89,369 1,268 

３０年度 100,600 106,627   183,645 95,974 1,333 

３１年度 117,806 123,540   177,911 91,768 1,357 

３２年度 100,738 103,552   175,097 20,375 1,380 

３３年度 102,138 104,567   172,668 22,325 1,404 

３４年度 103,564 106,493   169,739 25,175 1,428 

３５年度 105,018 107,948   166,809 27,500 1,452 

３６年度 104,424 105,588   165,645 64,439 49 

 

 

 

 

（７） 特別利益 

平成２７年度において資金不足を解消するため一般会計から２億９７００万円繰

入れた。また、平成２９年度において一時借入金の削減のため、一般会計から３億

５，０００万円を繰入れる。その他においては、固定資産売却益、過年度損益修正益

等を枠計上とする。 

※長期前受金発生額の主なものは一般会計からの償還元金に対する  

 繰入金及び企業債対象外事業の繰入金が対象となる。  

※企業債対象事業外の投資的経費については耐用年数１０年とした。 
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 ２ 病院事業費用について 

 

１．医業費用 

 

（１）給与費                       （千円） 

年 度 
H24 

（実績） 

H25 

（実績） 

H26 

（実績） 

医師 347,132 347,225 357,954 

看護部門 651,225 661,492 651,564 

医療技術部門 217,403 202,385 184,387 

事務部門 64,633 72,231 79,366 

賞与等引当金   94,000 

賃金等 250,771  275,298 289,332 

法定福利費 273,116 266,226 264,004 

退職金 139,296 184,577 75,217 

退職給付引当金 0  特別損失に計上 

全職員合計 1,943,576 2,009,434 1,995,824 

 

①給与費については給料及び諸手当等で約１８億円、これに退職手当を加えた額で

概ね１９億円から２０億円程度で推移している。 

 給与費について、平成２５年度まで職員給与の削減を実施してきたが、平成２６

年度は復元した。定年、普通退職者の増加に伴う若年層の雇用により給与総額はほ

ぼ現状維持となる。また、平成２７年度以降医師の増加を見込み、医師給与について

は増額とした。 

 

②新会計制度による退職給付引当金は平成２６年度に一括計上したので、平成２７

年度以降は年度末に増減分の調整を行う。 

 

③新会計制度による賞与引当金及び賞与引当金に対応する法定福利費引当金とし

て、約１億２０００万円を計上した。 

 

 

 

平成２７年度以降の給与費等の計画は次表のとおりとする。 
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 平成２７年度以降の職員数の状況及び給与費内訳                 

（単位：千円） 

区分／年度 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３ Ｈ３４ Ｈ３５ Ｈ３６ 

職員数 194  194  193  197  195  196  196  196  196  196  

退職者数（定年） 4  1  2  6  4  6  7  5  1  5  

給与費 2,085,102 2,040,204 2,190,211 2,233,857 2,201,866  2,214,444 2,214,444 2,214,444 2,214,444 2,214,444 

基本給 740,613 742,941 774,413 798,593 812,607  823,881 823,881 823,881 823,881 823,881 

手当 637,515 629,087 666,808 674,649 653,637 653,637 653,637 653,637 653,637 653,637 

賃金 332,669 328,960 367,396 329,679 320,000  320,000  320,000  320,000  320,000  320,000  

報酬 5,760 2,184 5,784 2,184 2,184  2,184  2,184  2,184  2,184  2,184  

法定福利費 296,076 289,989 291,599 305,571 313,438  314,742  314,742  314,742  314,742  314,742  

退職給付費 72,469 47,043 84,211 123,181 100,000  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

※医師数（常勤）については、年次的に増加とし、平成３２年度以降３０人として算定した。 
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（２）材料費 

平成２６年度までの材料費の実績及び内訳は次表のとおりで、平成２４年度までは、

患者数に応じて１１億円から１２億円で推移しており、投薬・注射薬品費が材料費全

体の７６％を占めていた。 

また、患者１人１日あたりの医療材料費の実績は５２００円程度で、材料費全体で

は１人１日あたり６８００円から６９００円で推移していた。 

料金収入（入院及び外来収入）に対する材料費の割合は３４％程度、薬品費は２６％

程度であったが、平成２５年度は院外処方を段階的に行い、平成２６年度以降は完全

実施となり、患者１人１日あたりの医療材料費の実績を考慮して、料金収入（入院収

益及び外来収益の合計額）に対する材料費の割合については２４％、料金収入に対す

る薬品費の比率は１４％程度となっているが、価格交渉等によりこの割合の逓減を図

るものとする。 

 

①材料費の推移と平成２７年度見込 
     （千円） 

区分・年度 H23 H24 H25 H26 H27 

投薬用薬品費 561,997 508,397 356,756 70,551 100,000 

注射薬品費 358,712 348,290 324,908 317,291 372,500 

検査材料費 46,940 44,086 45,151 44,583 51,000 

Ｘ線材料費 27,604 22,890 22,415 16,294 11,000 

その他材料費 200,296 197,459 213,566 204,072 240,000 

給食材料費 2,212 1,600 1,706 1,282 1,400 

医療消耗備品費 2,264 4,225 5,198 5,569 4,100 

材料費 合計 1,200,025 1,126,947 969,700 659,642 780,000 

 

 

 

②料金収入に占める材料費全体及び薬品費の割合     

（千円） 

区分・年度 H23 H24 H25 H26 H27 

料金収入 3,494,925 3,320,281 3,253,968 2,829,067 3,261,600 

材料費の割合 34.3％ 34.0％ 29.8％ 23.3％ 23.9％ 

薬品費の割合 26.3％ 25.8％ 20.9％ 13.7％ 14.5％ 
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③ 患者１人１日あたりの医療材料費の実績（給食材料費を除く） 

※分数について、分子は金額（千円）、分母は入院・外来患者の年間総数を示す。 

患者１人１日当    

医療材料費 
H24 H25 H26 

投薬用薬品費 
508,397 

＝ 3,112 円 
356,756 

＝ 2,168 円 
70,551 

＝ 431 円 
163,347 164,519 163,878 

注射用薬品費 
348,290 

＝ 2,132 円 
324,908 

＝ 1,975 円 
317,291 

＝ 1,936 円 
163,347 164,519 163,878 

その他 
268,660 

＝ 1,645 円 
286,330 

＝ 1,740 円 
270,519 

＝ 1,651 円 
163,347 164,519 163,878 

合 計 
1,125,347 

＝ 6,889 円 
967,994 

＝ 5,884 円 
658,361 

＝ 4,017 円 
163,347 164,519 163,878 

 

③ 平成２７年度以降の材料費の計画          （千円） 

 区分・年度 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ 

以 降 

薬品費（投薬、注射） 472,500 480,000 386,400 368,400 

その他材料費 307,700 300,000 377,102 359,724 

材料費合計 780,000 780,000 763,502 728,124 

薬品費の料金収入割合 14.5％ 14.3％ 10.1％ 9.5％ 

料金収入 3,261,600 3,349,100 3,824,414 3,880,704 

 

 

（３）経費 

 経費は、業務等委託料、光熱水・燃料費等の一般管理費及び新会計制度に伴う引当

金繰入額が主なものであり、平成２４年度から平成２６年度までの推移は次表のとお

りである。 

① 経費の内訳及び推移 

区分・年度 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 

・委託料 329,828 322,363 431,046 

・一般管理費 158,371 164,004 192,237 

  光熱水・燃料 62,339 66,063 72,461 

  修繕料 18,951 13,995 26,994 

  保険料 19,648 18,342 20,068 

  賃借料 20,232 26,746 25,166 

  その他 37,201 38,858 47,548 

・引当金繰入額   4,910 

  合  計 488,199 486,367 628,193 
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②委託料の推移 

 

平成２６年度までの委託料の金額は次表のとおり。 

なお、平成２６年度においては多額の病院移転経費が発生した。 

                          （千円） 

委託料 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 

・通常年度分 329,828 322,263 327,152 

・病院移転関連経費     103,894 

  医療機器移転     77,937 

  物品搬送等     17,425 

  コンサル料     8,532 

合計 329,828 322,263 431,046 

 

 

平成２７年度以降の委託料の内訳は次のとおりとする。 
        （千円）  

委託内容 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９以降  

設備保守業務        

 建物・附属設備 70,400 75,000 76,500  

 医療機器 31,000 35,000 41,000  

 清掃等 24,300 24,300 24,300  

業務        

 医事業務 63,800 63,800 67,800  

 給食・材料 81,000 85,000 88,000  

 リネン 29,500 30,000 32,600  

 医療廃棄物処理 12,200 13,000 18,200  

 外注検査 24,000 30,000 38,200  

電算関係        

 医事システム等 62,000 65,000 65,000  

院内保育所 11,000 22,000 22,000  

その他 10,500 10,500 24,700  

合   計 419,700 453,600 498,300  

 

※ 新病院で増加した理由は、①エネルギー設備関係の２４時間保守体制の確保、 

②医事システムについて、画像保存通信システム（パックス）の導入、③医療機器に

ついては高度化に伴う保守料の増加、④清掃について、面積が旧病院に比べ３割程度

増加、また、個別トイレの増加等による、⑤院内保育所は、平成２９年度で定員数の

２５名に達するとし、委託料を算定した。 
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③一般管理費の今後の計画 

 光熱水費及び燃料費については、床面積増加分３５％（１２９４０㎡→１７３６８

㎡）及び新規医療機器の導入、入院環境の整備、照明機器等の増加及び社会的要因も

含め、全体で４０％程度増加が見込まれるが、省エネ対策に伴う各種設備（コ・ジェ

ネレーション、太陽光、太陽熱、地中熱、雨水利用、LED等）の利用等を含め、従来

の２０％程度の軽減を想定し、実質的に２０％程度の増加を見込む。 

 

修繕料は、建物及び医療機器等の修繕を含め１８００万円程度とする。 

賃借料は、現行の金額で算定（医療機器、病室カーテン、マット等の借上料）し、

その他の経費についても据え置く。 

 

 （一般管理費内訳）                       （千円） 

区分・年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０以降 

光熱水・燃料 72,461 63,000 66,000 60,800 60,800 

修繕料 26,994 16,200 18,500 15,000 17,000 

保険料 20,068 13,200 13,300 13,000 14,000 

賃借料 25,166 25,600 25,600 30,000 28,000 

その他 47,548 57,300 58,000 56,950 62,591 

一般管理費 合計 192,237 175,300 181,400 175,750 182,391 

平成 26年度は、移転に伴う各種経費、駐車場の借上等、一時的に一般管理費が増加となった。 

 

④新会計制度を踏まえ、一般管理費に貸倒引当金を計上する。 

 貸倒引当金以外は当面枠計上とした。 

 

引当金計上額                       （千円） 

区  分 H２６年度計上額 備   考 

貸倒引当金 10,000 過去の実績を考慮した。 

修繕引当金 10 今年度未実施額について計上 

特別修繕引当金 10 法令等の規定が必要 

 

 

 経費の今後の見込                       （千円） 

経費内訳 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０以降 

委託料 419,700 453,600 498,300 498,300 

一般管理費 175,300 181,400 175,750 182,391 

合 計 595,000 635,000 674,050 680,691 
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（４）減価償却費 

新病院建物完成後において、新病院建設に伴う建物・構築物、医療機器及び除却対

象でない資産等（職員宿舎、院内保育所等）について減価償却費を算定した。（別表） 

 また、平成２８年度以降、毎年５０００万円程度の医療機器購入を見込んだほか、

平成３４年度に医事電算システムの更新経費として３億円計上した。 

 減価償却予定表は次ページ（Ｐ２２）のとおりとなる。 

 

 

（５）資産減耗費 

棚卸資産減耗費並びに医療機器及び什器備品等の固定資産除却費を平成２７年度

以降１２０万円とした。 

 

（６）研究研修費 

専門研修経費や図書費で、毎年度１０００万円とする。 

 

（７）控除対象外消費税（投資的事業に係る消費税等） 

長期前払消費税（固定資産投資その他の資産）として引き続き繰延経理を行い、医

療機器については５年、建物及び附属設備については２０事業年度以内で均等額以上

を償却する。 

また、控除対象外消費税償却費は、平成２５年度までは医業外費用とされていたが

長期前払消費税償却費として医業費用に計上することとなった。 

 

 

 長期前払消費税償却費                    （千円） 

 

区分・年度 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ 
Ｈ３２

以降 

長期前払消費税償却 34,435 39,413 38,784 36,093 36,000 12,000 
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減価償却予定表 27 年度以降見込み        (単位：千円） 

取得年度 取得額 目的 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 

26 年度以前   建設事業 19,100 14,073 14,049 13,633 13,633 13,633 13,633 13,503 13,299 13,110 

26 年度以前   医療機器 50,096  44,504  35,333  22,679  10,045  2,064  68  68  49  25  

平成 26 年度 4,275,244 建設事業 187,562 187,563 187,563 187,563 187,563 187,563 187,563 187,563 187,563 187,563 

平成 26 年度 1,268,629  医器・電算 201,849  201,849  201,849  201,819  174,576  142,156  53,214  6,647  4,474  4,025  

平成 27 年度 556,114 建設事業  26,856 26,856 26,856 26,856 26,856 26,856 26,856 26,856 26,856 

平成 27 年度 51,429 医療機器   8,386 8,386 8,386 8,386 8,137 3,679 1,633 1,101 662 

平成 28 年度 48,476 医療機器     8,030 8,030 8,030 8,030 6,971 3,719 1,512 757 

平成 29 年度 98,150 医療機器       17,675 17,675 17,675 17,675 17,675 4,888   

平成 29 年度 11,810 建設事業    351 351 351 351 351 351 351 

平成 29 年度 4,220 車両    630 630 630 630 630 630 229 

平成 30 年度 50,926  医療機器         9,166 9,166 9,166 9,166 9,166 2,547 

平成 31 年度 50,000  医療機器           9,000  9,000  9,000  9,000  9,000  

平成 32 年度 50,000  医療機器             9,000  9,000  9,000  9,000  

平成 33 年度 50,000  医療機器               9,000  9,000  9,000  

平成 34 年度 350,000  医療機器等                 54,000  54,000  

平成 35 年度 50,000  医療機器                   9,000  

平成 36 年度 50,000  医療機器                     

合計 458,607 483,231 482,068 487,625 456,911 425,261 337,806 294,811 330,889 326,125 
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２．医業外費用 

（１）支払利息 

①企業債利息は、新病院建設に伴う企業債借入利息が主なもので、平成２７年度  

以降については、平成３４年度医療電算システムの更新及び医療機器の定期的な更新

による借入れを年間５５００万円見込み、企業債利息を算定した。 

 借入利率は、医療機器等について１．０％とし算定する。 

 企業債利息の支払予定は次のとおり。（詳細は次ページのとおり。） 

 

企業債利子の合計額                      （千円） 

区分・年度 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ 

企業債利子 58,257 56,110 54,445 52,902 51,455 49,525 

 

②一時借入金利子は、平成２６年度末残高５億５０００万円で、年次的に解消するこ

ととし、前年度末一時借入金残高を基準として、１．５％で算定した。 

また、通常の運転資金として１億５０００万円程度を想定する。 

 

  一時借入金利子の推移 

                                     （千円） 

区分・年度 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３ 

一時借入金利子 8,744 4,425 4,425 2,950 2,950 2,950 1,500 

 

③長期借入金利子は一般会計及び工業用水道事業会計からの借入金利子で、支払額は

次のとおり。なお、工業用水道事業会計からの借入金は償還期限を延長する計画とす

る。 

                                 (千円) 

区分・年度 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３ 

長期借入金利子 1,435 1,387 1,338 1,065 792 528 264 

 

④支払利息の合計額                           （千円） 

区分・年度 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３ 

企業債利子 58,257 56,110 54,445 52,902 54,455 49,525 47,264 

一時借入金利子 8,744 4,425 4,425 2,950 2,950 2,950 1,500 

長期借入金利子 1,435 1,387 1,338 1,065 792 528 264 

合 計 68,436 61,922 60,208 56,917 58,197 53,003 49,028 
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 平成 2７年度以降について、既借入額及び借入予定額についての利子の支払計画（Ｈ２７～Ｈ３６）   

            千円 

借入年度   目的 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３ Ｈ３４ Ｈ３５ Ｈ３６ 

26 年度以前 432,000 特例債 837 0                 

26 年度以前   事業債 39,979 26,884 25,152 23,358 21,454 19,436 18,009 16,551 15,061 13,672 

平成 27 年度（H26

建物本借入） 2,648,600 本借入 
17,441 29,135 29,135 29,135 29,135 28,868 27,799 26,717 25,623 24,518 

平成 27 年度 39,400 医療機器   91 87 65 42 18         

平成 28 年度 32,200 医療機器     71 68 50 32 14       

平成 29 年度 94,100 医療機器       276 265 194 124 53     

平成 30 年度 55,000 医療機器         509 477 350 223 95   

平成 31 年度 55,000 医療機器           500 468 343 218 93 

平成 32 年度 55,000 医療機器             500 468 343 218 

平成 33 年度 55,000 医療機器               500 468 343 

平成 34 年度 55,000 医療機器                 500 468 

平成 35 年度 55,000 医療機器                   500 

平成 36 年度 55,000 医療機器                     

小計     58,257 56,110 54,445 52,902 51,455 49,525 47,264 44,855 42,308 39,812 

平成 34 年度 300,000 電算                  3,000 2,700 

合  計 58,257 56,110 54,445 52,902 51,455 49,525 47,264 44,855 45,308 42,512 

 

※ 企業債借入利率について、平成 30年度以降の計画は、医療機器等１．０％で算定している。 
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（２）その他の医業外費用 

①雑支出（消費税及び地方消費税）について、損益計算書（収支計画）では各経費は

税抜きで計上しており、消費税等相当額について雑支出に一括して計上することと

なる。平成２６年度から消費税等が８％となったこと、及び平成３１年１０月から

税率を１０％として算定する。 

②退職金負担金は、過去の病院在職者の退職に伴い、在職期間に応じて一般会計に

負担する経費である。 

③患者外給食材料は平成２７年度以降８００千円とする。（お祝膳） 

④平成２６年度までの実績及び平成２７年度以降の計画は次のとおりとなる。 

 

平成２６年度までの実績                   (千円) 

区分・年度 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 備考 

雑支出 77,057 69,709 77,936 消費税等 

繰延勘定償却費     

 控除対象外消費税 5,095 5,802 17,439 長期前払消費税償却 

 退職給与金 139,762 12,368   

退職金負担金 6,888 18,235 9,795 他会計への負担金 

 

 

平成２７年度以降の支払計画                 （千円） 

区分・年度 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１以降 

雑支出（消費税分） 105,000 100,000 112,300 108,518 120,000 

退職金負担金 6,135 1,224 23,169 9,501  

患者外給食材料 700 730 780 720 700 

 

 

 

 

３．特別損失 

災害損失、過年度損益修正損等であるが、枠計上とし１００万円とする。 
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３ 資本的収入及び資本的支出について 

 

資本的支出 

 

（１）建設改良費については、企業債対象事業として、平成２８年度以降は医療機器 

等の更新等として各年度５５００万円、医事システムについては導入後８年経過

後の平成３４年度に３億円の投資計画とする。 

   また、企業債対象外の附属設備の改良等及び医療機器取得費として２０００万

円計上する。 

 

（２）平成２７年度以降元金償還金の推移、及び一般会計からの元金償還額に対す

る繰り入れ予定額は次表のとおりとなる。 

 

（３）病院特例債及び他会計からの長期借入金の償還 

   建設事業以外に充てた企業債は、病院統合に伴う山陽市民病院の不良債務の

整理及び病院改革プランに伴うものであり、これまで退職手当債は、平成２５

年度で償還済みであるが、病院特例債は平成２７年度で償還が終了する。工業

用水道事業会計からの長期借入金３億５０００万円については、病院建設に係

る借入金等の返済が多額であり病院事業の資金状況も厳しく、借入期限を更に

延長する計画とし、次のとおりとする。 

 

病院特例債及び長期借入金の返済計画            （千円） 

区  分 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３ 

病院特例債 87,478 88,582 0      

工水会計長期借入金 

（総額 350,000） 

変更後 

変更前 

10,000 

87,500 

10,000 

87,500 

66,000 

87,500 

66,000 

87,500 

66,000 

0 

66,000 66,000 

一般会計長期借入金 21,660 21,660 21,660 21,660 21,700 0   

 

資本的収入 

 

（１）企業債収入は平成２８年度以降、原則として各年度５５００万円、平成３４年

度で医事システム更新に係る企業債借入として３億円計上する。 

（２）企業債対象外の投資的経費に対する一般会計負担金は各年度１０００万円と

する。 

（３）補助金・寄附金等は枠計上とする。 
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Ｈ２６年度までの投資予定額（企業債借入額）及び公債費元金償還額 

 

                         (千円) 

区   分 Ｈ26 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３ Ｈ３４ Ｈ３５ Ｈ３６ 
Ｈ２６末 

残高 
借入総額 

 

１．建物・構築物 

             

Ｈ６ 泌尿器科建物 3,347 3,505 3,670 3,842 4,023 4,212 4,411 4,618 4,835 5,063 5,301 43,481 80,600 

Ｈ８ 腎・透析センター 6,975 7,172 7,374 7,582 7,795 8,015 8,241 8,474 8,713 8,958 9,211 100,743 177,900 

Ｈ１１ 職員宿舎建物 16,050 16,373 16,702 17,038 17,380 17,729 18,086 18,449 18,820 19,198 19,584 179,359 352,400 

Ｈ１１ 職員宿舎設計 820 834 849 863 878 893 908 924 939 955 0 8,044 
56,700 

Ｈ１１ 職員宿舎土地 1,808 1,839 1,870 1,902 1,934 1,968 2,001 2,035 2,071 2,106 0 17,725 

 

 
             

２．改革プランによる繰上償還免除分             

Ｈ８  破砕室改修 353 363 373 384 394 405 417 429 441 453 466 5,097 9,000 

Ｈ９  本館東２・３Ｆ 1,464 1,495 1,527 1,559 1,592 1,625 1,660 1,695 1,730 1,767 1,804 22,097 37,800 

Ｈ１０ 血管造影室 724 740 755 771 788 804 821 839 856 874 893 11,905 19,100 

Ｈ１９ 高圧盤・受電盤 1,268 1,290 1,312                 2,602 9,900 

Ｈ１９ ＭＲＩシールド 2,639 2,668 2,697 2,727               8,092 21,000 

Ｈ２０ Ｓ６１分借換 22,840 22,860                   22,860 159,900 

Ｈ２１ ナースコール 1,406 1,418 1,431 1,444 1,457 1,470           7,221 11,400 

Ｈ２４ Ｓ６１分借換 6,450 6,450 6,450                 12,900 25,800 
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３．新病院建設に伴う借入分             

Ｈ２４ 財務局 建物 0 0 0 0 4,152 4,214 4,278 4,342 4,407 4,474 4,541 124,900 124,900 

Ｈ２５ 財務局 医療機器 0 11,540 11,563 11,587 11,610             46,300 46,300 

Ｈ２５ 山銀  医療機器 0 5,900 5,900 5,900 5,900             23,600 23,600 

Ｈ２５ 財務局 建物 0 0 0 0 0 31,128 31,566 32,009 32,459 32,915 33,377 924,700 924,700 

Ｈ２６ 山銀  医療機器   0 285,850 285,850 285,850 285,850           1,143,400 1,143,400 

Ｈ２６ 財務局 建物 起前 本借入 0 0 0 0 0           2,388,400 

Ｈ２７ 財務局 建物 26 繰越分 本借入 0 0 0 0 0 上に統合         260,200 

 

 
             

３．医療機器等              

Ｈ２２  銀行 8,850 8,850                   8,850 35,400 

Ｈ２３ 財務局 6,241 6,259 6,278                 12,537 25,000 

Ｈ２３  銀行 6,350 6,350 6,350                 12,700 25,400 

Ｈ２４  財務局 12,481 12,494 12,506 12,519               37,519 50,000 

Ｈ２４  銀行 6,650 6,650 6,650 6,650               19,950 26,600 

 

 
             

４．上記の年度別区分  27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
Ｈ２６末 

残高 

 

合計（元金償還）   125,050 380,107 360,618 343,753 358,313 72,389 73,814 75,271 76,763 75,177 2,796,582  

Ｈ１４年度以前   61,631 39,570 33,941 34,784 35,651 36,545 37,463 38,405 39,374 37,259 424,211  

Ｈ１５年度以降   63,419 340,537 326,677 308,969 322,662 35,844 36,351 36,866 37,389 37,918 2,372,371  
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一般会計からの建設事業債元金償還繰入予定額及び企業債対象外事業負担金 

 

                                        （千円） 

  企業債償還計画（Ｈ２７以降） Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３ Ｈ３４ Ｈ３５ Ｈ３６ 

  平成１４年度以前借入分×2/3 41,086 26,379 22,626 23,190 23,769 24,363 24,975 25,603 26,249 24,839 

  平成１５年度～平成２６年度借入分×1/2 31,710 170,269 163,339 154,485 161,331 17,922 18,176 18,433 18,695 18,959 

  平成２７年度以降借入予定分×1/2 0 0 4,925 8,950 13,500 68,874 71,359 74,750 77,622 78,175 

一般会計繰入金（償還金分）合計額 72,796 196,648 190,890 186,625 198,600 111,159 114,510 118,786 122,566 121,973 

 

 

 

区  分 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 以降 

建物附属設備及び医療機器等更新 21,547 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
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 資本的収支（資本的収入－資本的支出）の不足額については、平成２８年度から平成３０年度の３年間について、病院建設に伴

う、医療機器、医事システム企業債の償還金の影響及び長期借入金の償還金の影響が大きく４億円程度の不足を見込む。 

 また、平成３２年度から病院建物本体借入に係る償還が始まることから、１億５０００万円程度の不足が生ずる。 

 

 資本的収支の状況       （千円） 

資本的収入 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 

企業債 299,600 32,200 94,100 55,000 55,000 55,000 55,000 355,000 55,000 55,000 

建設改良費負担金 8,704 9,796 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

企業債元金負担金 72,796 196,648 190,890 186,625 198,600 111,159 114,510 118,786 122,566 121,973 

資本費繰入収益調整 △33,321 △107,192  △89,369  △95,974  △91,768  △20,375  △22,325  △25,175  △27,500  △64,439  

補助金   10,585        

寄附金   500    100              

合 計 347,779 131,952 216,206 155,751 171,832 155,784 157,185 458,611 160,066 122,534 

           

資本的支出 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 

建物、構築物等 330,442 605 14,336               

医療機器・備品 55,543 51,750 112,843 75,000 75,000 75,000 75,000 375,000 75,000 75,000 

企業債償還金 125,050 380,107 370,467 361,654 399,359 224,387 226,882 229,421 232,007 305,405 

長期借入金償還金 31,660 31,660 87,660 87,700  66,000 66,000   66,000       

特例債償還金 88,582 0                 

合 計 631,277 464,122 585,306 524,354 540,359 365,387 367,882 604,421 307,007 380,405 

           

資本的収支不足額 283,498 332,170 369,100 368,603 368,527 209,603 210,697 145,810 146,941 257,871 
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財政計画（平成２５年度～平成３０年度）
収益的収支 （千円）

区　　分 H25実績 H26実績 H27実績 H28実績 H29見込 H30見込

１医業収益　　  　 　 3,537,695 3,138,735 3,617,324 3,564,617 3,824,414 3,880,704
（１）入院収益 2,093,191 2,027,295 2,311,328 2,272,278 2,478,075 2,525,414
（２）外来収益 1,160,777 801,772 944,987 918,532 950,272 962,617
（３）その他医業収益 283,727 309,668 361,009 373,807 396,067 392,673
２医業費用 3,608,656 3,389,585 3,930,791 3,928,113 4,160,234 4,177,068
（１）給与費 2,009,434 1,995,824 2,085,102 2,040,204 2,190,211 2,233,857
（２）材料費 969,700 659,642 760,211 732,402 763,502 728,124
（３）経費 486,367 628,193 584,010 625,046 674,050 680,691
（４）減価償却費 128,764 80,090 458,607 483,231 482,068 487,625
（５）資産減耗費 8,364 612 1,666 635 675 700
（６）研究研修費 6,027 7,785 6,760 7,440 10,944 9,978
（７）長期前払消費税償却 17,439 34,435 39,155 38,784 36,093
　（医業利益） ▲ 70,961 ▲ 250,850 ▲ 313,467 ▲ 363,496 ▲ 335,820 ▲ 296,364
３医業外収益 237,896 634,471 278,076 374,404 389,322 398,325
（１）受取利息配当金 25 31 28 3 10 10
（２）他会計補助金 197,274 191,128 108,844 100,589 105,733 105,849
（３）補助金 3,193 3,400 4,323 3,280 4,865 3,996
（４）負担金交付金 24,360 29,555 45,040 44,278 43,246 45,928
（５）患者外給食収益 261 566 9 9
（６）長期前受金戻入 349,842 55,233 102,067 101,771 103,440
（７）資本費繰入収益 33,321 107,192 89,369 95,974
（８）その他医業外収益 12,783 59,949 31,287 16,995 44,319 43,119
４医業外費用 127,588 139,975 172,391 181,168 196,429 175,624
（１）支払利息 20,998 51,678 68,307 60,993 60,218 56,918
（２）患者外給食材料費 477 566 621 618 722 667
（３）雑支出 69,709 77,936 97,329 101,231 112,300 108,518
（４）退職給与金負担金 18,234 9,795 6,134 18,326 23,169 9,501
（５）その他 18,170 20 20
　（経常利益） 39,347 243,646 ▲ 207,782 ▲ 170,260 ▲ 142,927 ▲ 73,663
５特別利益 2,864 30 297,000 1,967 350,020 20
（１）固定資産売却益
（２）過年度損益修正益 123 30 138 10 10
（３）その他特別利益 2,741 297,000 1,829 350,010 10
６特別損失 4,598 1,892,875 328 2,240 2,010 4,010
（１）固定資産売却損
（２）減損損失
（３）災害による損失
（４）過年度損益修正損 1,770 1,083 328 411 1,000 1,000
（５）その他特別損失 2,828 1,891,792 1,829 1,010 3,010
（当年度純利益） 37,613 ▲ 1,649,199 88,890 ▲ 170,533 205,083 ▲ 77,653
　（前年度未処理欠損金） 1,748,924 1,711,311 3,360,509 3,271,619 3,442,152 3,237,069
　（当期未処理欠損金） 1,711,311 3,360,509 3,271,619 3,442,152 3,237,069 3,314,722

資本的収支
資本的収入 1,394,854 4,749,496 347,779 131,952 216,206 155,751

企業債 994,600 3,531,800 299,600 32,200 94,100 55,000
建設改良負担金 10,987 83,703 8,704 9,796 10,000 10,000
企業債元金負担金 69,459 75,224 39,475 89,456 101,521 90,651
その他 11,608 46,669 500 10,585 100
一般会計出資金 308,200 1,012,100

資本的支出 1,553,424 4,914,799 631,277 464,122 585,306 524,354
建物・構築物 1,243,333 3,321,550 330,442 605 14,336 5,000
医療機器備品等 85,624 1,355,839 55,543 51,750 112,843 70,000
企業債償還金 116,420 128,273 125,050 380,107 370,467 361,654
長期借入金償還金 21,660 21,660 31,660 31,660 87,660 87,700
特例債償還金 86,387 87,477 88,582

資本的収支不足額 ▲ 158,570 ▲ 165,303 ▲ 283,498 ▲ 332,170 ▲ 369,100 ▲ 368,603

資金不足額

区　　分 H25実績 H26実績 H27実績 H28実績 H29見込 H30見込

資金不足額（千円） 47,397 296,171 ▲ 201,577 ▲ 38,362 ▲ 185,096 ▲ 215,402

資金不足比率（％） 1.3 9.4 ▲ 5.6 ▲ 1.1 ▲ 4.8 ▲ 5.6
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財政計画（平成３１年度～平成３６年度）
収益的収支 （千円）

区　　分 H31見込 H32見込 H33見込 H34見込 H35見込 H36見込

１医業収益　　  　 　 3,880,704 3,880,704 3,880,704 3,880,704 3,880,704 3,880,704
（１）入院収益 2,525,414 2,525,414 2,525,414 2,525,414 2,525,414 2,525,414
（２）外来収益 962,617 962,617 962,617 962,617 962,617 962,617
（３）その他医業収益 392,673 392,673 392,673 392,673 392,673 392,673
２医業費用 4,114,792 4,071,720 3,984,265 3,941,270 3,977,348 3,972,584
（１）給与費 2,201,866 2,214,444 2,214,444 2,214,444 2,214,444 2,214,444
（２）材料費 728,124 728,124 728,124 728,124 728,124 728,124
（３）経費 680,691 680,691 680,691 680,691 680,691 680,691
（４）減価償却費 456,911 425,261 337,806 294,811 330,889 326,125
（５）資産減耗費 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
（６）研究研修費 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
（７）長期前払消費税償却 36,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
　（医業利益） ▲ 234,088 ▲ 191,016 ▲ 103,561 ▲ 60,566 ▲ 96,644 ▲ 91,880
３医業外収益 393,310 300,684 302,248 305,597 309,423 342,312
（１）受取利息配当金 100 100 100 100 100 100
（２）他会計補助金 116,200 116,200 116,200 116,200 116,200 116,200
（３）補助金 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600
（４）負担金交付金 42,092 40,847 39,446 38,019 38,065 36,375
（５）患者外給食収益 10 10 10 10 10 10
（６）長期前受金戻入 123,540 103,552 104,567 106,493 107,948 105,588
（７）資本費繰入収益 91,768 20,375 22,325 25,175 27,500 64,439
（８）その他医業外収益 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000
４医業外費用 179,630 174,436 170,461 170,197 168,241 165,445
（１）支払利息 58,197 53,003 49,028 48,764 46,808 44,012
（２）患者外給食材料費 700 700 700 700 700 700
（３）雑支出 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000
（４）退職給与金負担金
（５）その他 733 733 733 733 733 733
　（経常利益） ▲ 20,408 ▲ 64,768 28,226 74,834 44,538 84,987
５特別利益 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020
（１）固定資産売却益 10 10 10 10 10 10
（２）過年度損益修正益 10 10 10 10 10 10
（３）その他特別利益 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
６特別損失 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010
（１）固定資産売却損
（２）減損損失
（３）災害による損失
（４）過年度損益修正損 10 10 10 10 10 10
（５）その他特別損失 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
（当年度純利益） ▲ 20,398 ▲ 64,758 28,236 74,844 44,548 84,997
　（前年度未処理欠損金） 3,314,722 3,335,120 3,399,878 3,371,642 3,296,798 3,252,250
　（当期未処理欠損金） 3,335,120 3,399,878 3,371,642 3,296,798 3,252,250 3,167,253

資本的収支
資本的収入 171,832 155,784 157,185 458,611 160,066 122,534

企業債 55,000 55,000 55,000 355,000 55,000 55,000
建設改良負担金 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
企業債元金負担金 106,832 90,784 92,185 93,611 95,066 57,534
その他 0
一般会計出資金 0

資本的支出 540,359 365,387 367,882 604,421 307,007 380,405
建物・構築物
医療機器備品 75,000 75,000 75,000 375,000 75,000 75,000
企業債償還金 399,359 224,387 226,882 229,421 232,007 305,405
長期借入金償還金 66,000 66,000 66,000
特例債償還金

資本的収支不足額 ▲ 368,527 ▲ 209,603 ▲ 210,697 ▲ 145,810 ▲ 146,941 ▲ 257,871

資金不足額
区　　分 H31見込 H32見込 H33見込 H34見込 H35見込 H36見込

資金不足額（千円） ▲ 201,994 ▲ 293,567 ▲ 428,420 ▲ 576,297 ▲ 734,745 ▲ 881,308

資金不足比率（％） ▲ 5.2 ▲ 7.6 ▲ 11.0 ▲ 14.9 ▲ 18.9 ▲ 22.7












